
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４ 包装紙、包装用容器等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４   

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
 

定義 

商品の販売に際し、保護・運搬の目的で商品を包装する紙及び容器を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－００ その他の包装紙、包装用容器等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－０ 全 その他の包装紙、包装容器等 

Ｆ４－４５ 全 俵 

Ｆ４－５５ 一 包装用たる 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

俵 包装用たる 包装用容器 

   
８ 

定義 

 商品の販売に際し、保護・運搬の目的で商品を包装する紙及び容器で下位の展開に含まれないもの。 

 包装用袋の中で俵状に形成しているもの。 

 胴・天板・地板からなり、胴部をたがでしめてあるもの。樽の形状を模した一体成形容器及びバケツ形の

提手付容器を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

（注）この分類に含まれるものは、酒樽、祝樽と称される木製の円筒形状の樽と、一般にプラスチック樽と称

されるている、合成樹脂製の樽が主体であるが、バケツ形状の容器も含む。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 酒びん用つまみ取り付け具 包装用枠 

包装用たる 包装用樽  

 

登録 1094242 号 
包装用容器 

 

登録 1024561 号 
酒びん用つまみ取り付け具 

 

登録 858699 号 
包装用枠 

 

登録 901237 号 
包装用たる 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－０１ 包装用かご 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－２２０ 食卓用かご等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用かご 包装用容器  

   
 

定義 

 包装用容器の中で、細い硬質素材を編組して作られるもの、及び網状の構造をしたもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

（注）この分類に含むものには、一般につる、くき等の植物材料を編んで形成したものであるが、針金等の材

料で編んだものや、かごの形状を模した網構造のプラスチックで形成したものも含む。 
 

過去に分類した物品の名称 

食品包装用かご 生花包装用容器 包装用容器 

びん包装用かご   

 

登録 1161855 号 
食品包装用かご 

 

登録 1129022 号 
生花包装用容器 

 

登録 1101228 号 
包装用容器 

 

登録 1023999 号 
びん包装用かご 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－１００ 包装紙 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ 全 包装紙 

Ｆ４－１０Ａ 全 包装紙（変形） 

Ｆ４－１０ＡＡ 全 包装紙（変形・植物様付き） 

Ｆ４－１０ＡＢ 全 包装紙（変形・動物様付き） 

Ｆ４－１０ＡＣ 全 包装紙（変形・人物様付き） 

Ｆ４－１０ＡＤ 全 包装紙（変形・器物模様付き） 

Ｆ４－１０ＡＥ 全 包装紙（変形・風景模様付き） 

Ｆ４－１０ＡＦ 全 包装紙（変形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－１１ 折り紙 

Ｆ３－３３ 広告紙等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装紙 掛け紙  
８ 

定義 

 商品を包装する紙等で、下位の展開に含まれないもの。 

（注）包み方が明確に限定されているもの（例えば切り欠きや紐等を有するもの）は、この分類に入れる。 

 その形状が矩形以外（変形状）のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・ 箱（Ｆ４－７００）に入るもの。包装紙の名称でもある程度の硬さを有し組み上げた時には立体（箱程度）を

維持できるものは箱に入れる。 

・ 袋（Ｆ４－４００）に入るもの。折り畳むと平板な袋状になるものはＦ４－４００の各項目に入れる。 

・ 台紙（Ｆ４－３０）に入れるもの。ケーキの焼き型、ケーキの台紙。 

・ 商品を包んだ状態のもので、包んでいるものが包装紙であればＦ４－１代、包んでいるものが  袋であ

ればＦ４－４代、包んでいるものが台紙であればＦ４－３０、包んでいるものが枠であればＦ４－９１１２。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

登録 1176586 号 
電池用保護シール 

 

登録 1180493 号 
広告用ラベル 

 

登録 1127117 号 
包装用容器のブランク 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

過去に分類した物品の名称 

電池用保護シール 広告用ラベル 包装用容器のブランク 

包装紙   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＡ 植物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＡ 全 包装紙（変形・植物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模様が、植

物模様を具体的に表現しているもの。 

 植物模様に含まれるものについては、・樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮、・ひょうたん（ただ

し、加工及び付加物のふさ等がついているものは器物として扱う）・紋様化された植物（ただし、極度に抽象

化されて原形をとどめていないものは抽象に入れる）・平面に施されている場合の木目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．植物模様が主体の場合は、この分類に含む、２．同

比率の場合には、優先的にこの分類に含む。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＤ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 包装用紙 掛け紙 

   

 

登録 1126623 号 
包装紙 

登録 1068331 号 包装紙 

 

登録 898900 号 
包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＢ 動物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＢ 全 包装紙（変形・動物様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模様が、動

物模様を具体的に表現しているもの。 

動物模様に含まれるものについては、・動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽、・擬人化された動物（ミッキー

マウス（登録商標））、・空想上の動物（竜、ユニコーン、スフィンクス、ケンタウロス、カッパ、人魚等）、・玩具

等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴）、・鬼（→人物に入れる）は含まない。  

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．動物模様が主体の場合には、この分類に含む２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＡに入れる。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 包装用紙 掛け紙 

   

 

登録 1034362 号 
重箱用かぶせ紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＣ 人物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＣ 全 包装紙（変形・人物様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

  商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模様が、

人物模様を具体的に表現しているもの。 

 人物模様に含まれるものについては、・人物、人体の一部（目、口、耳、手足等）・空想上の人物（神、鬼、

おばけ等）・玩具等（人形、こけし、だるま、 だるま、お面、てるてるぼうず等）・銅像。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．人物模様が主体の場合はこの分類に含む。２．同

比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＢの各々の

分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙  

   

 

登録 590736 号  包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＤ 器物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＤ 全 包装紙（変形・器物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模様が、器

物模様を具体的に表現しているもの。 

 器物模様に含まれるものについては、・食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例

コーヒー豆→植物、するめ→動物）、・乗物、・金銭、紙幣、・リボン。 

 器物模様に含まれないものについては、・建物（一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入

れる。）、・文字・抽象紋様（抽象に入れる。）、・雪の結晶（抽象に入れる。） 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．器物模様が主体の場合には、この分類に含む。２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＢ、人物

模様がある場合は、Ｆ４－１００ＡＣの各々の分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

   

 

登録 899341 号 
包装用紙 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＥ 全 包装紙（変形・風景模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模様が、風

景模様を具体的に表現しているもの。 

 風景模様に含まれるものについては、・自然の風景（山、波、雲）、・建物、鳥居、・地球、太陽、星（極度に

抽象化されたものは除く→抽象）、・大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸、地図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．風景模様が主体の場合には、この分類に含む。２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＢ、人物

模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＣ、器物模様があるものは、Ｆ４－１００ＡＤの各々の分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙  

   

 

登録 1034041 号 
包装紙 

 

登録 731315 号 
包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１００ ＡＦ 抽象模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＡＦ 全 包装紙（変形・抽象模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面部に表されている模

様が、抽象模様を表現しているもの。 

 抽象模様に含まれるものについては、・文字、文様、・スターマーク。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

のし及び水引等を表現しているものは、Ｆ３－１３１８１の水引、のし等に分類。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．抽象模様が主体の場合には、この分類に

含む。２．同比率の場合には、他の模様を優先し、各々の分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 おにぎり用包装材 

   

 

登録 1175881 号 
包装紙 

 

登録 1169545 号 
おにぎり用包装材 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－１０１ 包装紙（矩形） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０Ｂ 全 包装紙（矩形） 

Ｆ４－１０ＢＡ 全 包装紙（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－１０ＢＢ 全 包装紙（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－１０ＢＣ 全 包装紙（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－１０ＢＤ 全 包装紙（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－１０ＢＥ 全 包装紙（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－１０ＢＦ 全 包装紙（矩形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｍ１－２０ 紙地（紙地、ボール紙、段ボール、模様紙地、壁紙地） 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

   
 

定義 

 単なる平紙からなる包装紙で、使用目的が厳密に特定されていないものの中で、その形状が矩形状（正

方形、長方形）のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
 

過去に分類した物品の名称 

缶詰の集積包装用フィルム 包装用フィルム  

   

 

登録 1175729 号 
缶詰の集積包装用フィルム 

  

登録 1069407 号 
包装用フィルム 

  

登録 1067491 号 
缶詰の集積包装用フィルム 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＡ 植物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＡ 全 包装紙（矩形・植物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されている模様

が、植物模様を具体的に表現しているもの。 

 植物模様に含まれるものについては、・樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮、・ひょうたん（ただ

し、加工及び付加物のふさ等がついているものは器物として扱う）・紋様化された植物（ただし、極度に抽象

化されて原形をとどめていないものは抽象に入れる）・平面に施されている場合の木目。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．植物模様が主体の場合は、この分類に含む、２．

同比率の場合には、優先的にこの分類に含む。  

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 包装用紙 掛け紙 

包装用フィルム   

 

登録 1179281 号 
包装紙 

 

登録 1160753 号 
包装紙 

登録 1162032 号 
包装紙 

 

登録 1128098 号 
包装用フィルム 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＢ 動物模様付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＢ 全 包装紙（矩形・動物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されている模様

が、動物模様を具体的に表現しているもの。 

 動物模様に含まれるものについては、・動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽、・擬人化された動物（ミッ

キーマウス（登録商標）、・空想上の動物（竜、ユニコーン、スフィンクス、ケンタウロス、カッパ、人魚等）、・玩

具等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴）、・鬼（→人物に入れる）は含まない。 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．動物模様が主体の場合には、この分類に含む２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＡに入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 包装用紙 掛け紙 

包装用フィルム   

 

登録 1141992 号 包装用フィルム 

 

登録 969440 号 包装紙 

 

登録 1001321 号 
包装用紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＣ 人物模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＣ 全 包装紙（矩形・人物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されている模様

が、人物模様を具体的に表現しているもの。 

  人物模様に含まれるものについては、・人物、人体の一部（目、口、耳、手足等）・空想上の人物（神、

鬼、おばけ等）・玩具等（人形、こけし、だるま、 だるま、お面、てるてるぼうず等）・銅像。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．人物模様が主体の場合はこの分類に含む。２．同

比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＢの各々の

分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

   

 

登録 1003665 号 
包装紙 

 

登録 1002762 号 
包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＤ 器物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＤ 全 包装紙（矩形・器物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されている模様

が、器物模様を具体的に表現しているもの。 

 器物模様に含まれるものについては、・食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例

コーヒー豆→植物、するめ→動物）、・乗物、・金銭、紙幣、・リボン。 

 器物模様に含まれないものについては、・建物（一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入

れる。）、・文字・抽象紋様（抽象に入れる。）、・雪の結晶（抽象に入れる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．器物模様が主体の場合には、この分類に含む。

２．同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＢ、人

物模様がある場合は、Ｆ４－１０１ＡＣの各々の分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

包装用シート 包装用フィルム  

 

登録 1101336 号 
包装用シート 

 

登録 1068186 号 
包装用フィルム 

 

登録 1103192 号 
包装紙 

 

登録 1001256 号 
包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＥ 風景模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＥ 全 包装紙（矩形・風景模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されている模様

が、風景模様を具体的に表現しているもの。 

風景模様に含まれるものについては、・自然の風景（山、波、雲）、・建物、鳥居、・地球、太陽、星（極度に抽

象化されたものは除く→抽象）、・大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸、地図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．風景模様が主体の場合には、この分類に含む。

２．同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＢ、人

物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＣ、器物模様があるものは、Ｆ４－１０１ＡＤの各々の分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

   

 

登録 1110844 号 
包装紙 

 

登録 1024615 号 
包装紙 

 

登録 1001236 号 
包装紙 

 

登録 964111 号 
包装紙 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－１０１ ＡＦ 抽象模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１０ＢＦ 全 包装紙（矩形・抽象模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

 商品を包装する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、表面部に表されて

いる模様が、抽象模様を表現しているもの。 

抽象模様に含まれるものについては、・文字、文様、・スターマーク。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

のし及び水引等を表現しているものは、Ｆ３－１３１８１の水引、のし等に分類。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．抽象模様が主体の場合には、この分類

に含む。２．同比率の場合には、他の模様を優先し、各々の分類に入れる。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装紙 掛け紙 包装用紙 

   

 

登録 1176103 号 
包装用紙 

 

登録 1175446 号 
包装紙 

 

登録 1163538 号 
包装紙 

 

登録 1151530 号 
包装紙 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－１１ 包装すだれ 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－１１ 全 包装すだれ 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用すだれ 包装すだれ  

   

   

   
 

定義 

 商品を包むために使用するもの（すだれ状のもの）。すだれの形状を模した凸凹のある紙も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 箱にすだれを巻いたものについては、・箱の周囲にすだれを巻いてあるものは、箱の雑に入れる（→Ｆ４－

７００）、・すだれのみを巻いたものは、すだれに入れる（Ｆ４－１１）。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用すだれ   

   

 

登録 825664 号 
包装用すだれ 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－２００ レッテル 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ 全 レッテル 

Ｆ４－２０Ａ 全 レッテル（変形） 

Ｆ４－２０ＡＡ 全 レッテル（変形・植物模様付き） 

Ｆ４－２０ＡＢ 全 レッテル（変形・動物模様付き） 

Ｆ４－２０ＡＣ 全 レッテル（変形・人物模様付き） 

Ｆ４－２０ＡＤ 全 レッテル（変形・器物模様付き） 

Ｆ４－２０ＡＥ 全 レッテル（変形・風景模様付き） 

Ｆ４－２０ＡＦ 全 レッテル（変形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ３－３６ ワッペン 

Ｆ３－１３１１ 封筒用封かんシール 

Ｆ３－３１９１ しおり等 

Ｆ３－３４１１ プライスカード等 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   
 

定義 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙札で、下位の展開に含まれないもの。 

 その形状が矩形以外（変形状）のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1178180 号 
広告用具（参考図） 

 

登録 1163423 号 
容器用包装ラベル 

 

登録 1163925 号 
レッテル 

 

登録 1149902 号 
ラベル 

 
登録 1140300 号 
帯紙 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

価格札は含まない（→Ｆ３－３４１１）。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

広告用具 容器用包装ラベル レッテル 

帯紙 ラベル  

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＡ 植物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＡ 全 レッテル（変形・植物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面

部に表されている模様が、植物模様を具体的に表現しているもの。 

植物模様に含まれるものについては、・樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮、・ひょうたん（ただ

し、加工及び付加物のふさ等がついているものは器物として扱う）・紋様化された植物（ただし、極度に抽象

化されて原形をとどめていないものは抽象に入れる）・平面に施されている場合の木目。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．植物模様が主体の場合は、この分類に含む、２．

同比率の場合には、優先的にこの分類に含む。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1144474 号 
レッテル 

 

登録 1092104 号 
レッテル 

 

登録 1052020 号 
レッテル 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＢ 動物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＢ 全 レッテル（変形・動物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面

部に表されている模様が、動物模様を具体的に表現しているもの。 

 動物模様に含まれるものについては、・動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽、・擬人化された動物（ミッ

キーマウス（登録商標））、・空想上の動物（竜、ユニコーン、スフィンクス、ケンタウロス、カッパ、人魚等）、・

玩具等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴）、・鬼（→人物に入れる）は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．動物模様が主体の場合には、この分類に含む２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＡに入れる。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1177531 号 
ラベル 

 

登録 1117168 号 
レッテル 

 

登録 1094408 号 
包装用しおり 

 

登録 1070611 号 
ラベル 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＣ 人物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＣ 全 レッテル（変形・人物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面

部に表されている模様が、人物模様を具体的に表現しているもの。 

 人物模様に含まれるものについては、・人物、人体の一部（目、口、耳、手足等）・空想上の人物（神、鬼、

おばけ等）・玩具等（人形、こけし、だるま、 だるま、お面、てるてるぼうず等）・銅像。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．人物模様が主体の場合はこの分類に含む。２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＢの各々

の分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1069344 号 
ラベル 

 

登録 1002062 号 
レッテル 

登録 945605 号 
レッテル 

 

登録 945605 号 
レッテル 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＤ 器物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＤ 全 レッテル（変形・器物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面

部に表されている模様が、器物模様を具体的に表現しているもの。 

 器物模様に含まれるものについては、・食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例

コーヒー豆→植物、するめ→動物）、・乗物、・金銭、紙幣、・リボン。 

 器物模様にふくまれないものについては、・建物（一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に

入れる。）、・文字・抽象紋様（抽象に入れる。）、・雪の結晶（抽象に入れる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
  

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．器物模様が主体の場合には、この分類に含む。

２．同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＢ、人

物模様がある場合は、Ｆ４－２００ＡＣの各々の分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1141920 号 
レッテル 

 

登録 1072146 号 
ラベル 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＥ 全 レッテル（変形・風景模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中で、表面

部に表されている模様が、風景模様を具体的に表現しているもの。 

 風景模様に含まれるものについては、・自然の風景（山、波、雲）、・建物、鳥居、・地球、太陽、星（極度に

抽象化されたものは除く→抽象）、・大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸、地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．風景模様が主体の場合には、この分類に含む。

２．同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＢ、人

物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＣ、器物模様があるものは、Ｆ４－２００ＡＤの各々の分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1025246 号 
レッテル 

 

登録 898910 号 
包装用飾り具 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２００ ＡＦ 抽象模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＡＦ 全 レッテル（変形・抽象模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D RM  

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形以外（変形状）のものの中

で、表面部に表されている模様が、抽象模様を表現しているもの。 

 抽象模様に含まれるものについては、・文字、文様、・スターマーク。  
 
 
 
 
 
 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

のし及び水引等を表現しているものは、Ｆ３－１３１８１の水引、のし等に分類。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．抽象模様が主体の場合には、この分類に

含む。２．同比率の場合には、他の模様を優先し、各々の分類に入れる。 
 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1177082 号 
天面シール 

登録 1177105 号 
レッテル 

 

登録 1161800 号 
ラベル 

 

登録 1110629 号 
ラベル 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－２０１ レッテル（矩形） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０Ｂ 全 レッテル（矩形） 

Ｆ４－２０ＢＡ 全 レッテル（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－２０ＢＢ 全 レッテル（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－２０ＢＣ 全 レッテル（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－２０ＢＤ 全 レッテル（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－２０ＢＥ 全 レッテル（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－２０ＢＦ 全 レッテル（矩形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

レッテル 包装用下げ札 包装用しおり 

包装用封かん紙   

   
 

定義 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用ラベル   

   

 

登録 1150219 号 
包装用ラベル 





Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２０１ ＡＢ 動物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＢＢ 全 レッテル（矩形・動物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、

表面部に表されている模様が、動物模様を具体的に表現しているもの。 

動物模様に含まれるものについては、・動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽、・擬人化された動物（ミッキー

マウス（登録商標））、・空想上の動物（竜、ユニコーン、スフィンクス、ケンタウロス、カッパ、人魚等）、・玩具

等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴）、・鬼（→人物に入れる）は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．動物模様が主体の場合には、この分類に含む２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＡに入れる。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1162207 号 
レッテル 

登録 1092159 号 
レッテル 

 

登録 1068974 号 
レッテル 

 

登録 1176038 号 
ラベル 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２０１ ＡＣ 人物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＢＣ 全 レッテル（矩形・人物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形（正方形、長方形）のものの中で、表

面部に表されている模様が、人物模様を具体的に表現しているもの。 

 人物模様に含まれるものについては、・人物、人体の一部（目、口、耳、手足等）・空想上の人物（神、鬼、

おばけ等）・玩具等（人形、こけし、だるま、 だるま、お面、てるてるぼうず等）・銅像。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．人物模様が主体の場合はこの分類に含む。２．同

比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＢの各々の

分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1177104 号 
包装用噴霧器の装飾シート 

 

登録 1160213 号  レッテル 

登録 1141379 号  レッテル 

 

登録 1092158 号 
レッテル 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２０１ ＡＤ 器物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＢＤ 全 レッテル（矩形・器物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、

表面部に表されている模様が、器物模様を具体的に表現しているもの。 

  器物模様に含まれるものについては、・食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例

コーヒー豆→植物、するめ→動物）、・乗物、・金銭、紙幣、・リボン。 

 器物模様にふくまれないものについては、・建物（一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に

入れる。）、・文字・抽象紋様（抽象に入れる。）、・雪の結晶（抽象に入れる。） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．器物模様が主体の場合には、この分類に含む。

２．同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＢ、人

物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＣの各々の分類に入れる。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1163369 号 
レッテル 

登録 11619971 号 
レッテル 登録 1109129 号 

レッテル 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２０１ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＢＥ 全 レッテル（矩形・風景模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形状（正方形、長方形）のものの中で、

表面部に表されている模様が、風景模様を具体的に表現しているもの。 

  風景模様に含まれるものについては、・自然の風景（山、波、雲）、・建物、鳥居、・地球、太陽、星（極度

に抽象化されたものは除く→抽象）、・大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸、地図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
  

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

（注）他の模様と組み合わせている場合については、１．風景模様が主体の場合には、この分類に含む。２．

同比率の場合には、植物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＡ、動物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＢ、人物

模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＣ、器物模様があるものは、Ｆ４－２０１ＡＤの各々の分類に入れる。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1162769 号 
包装紙 

 

登録 1162133 号 
レッテル 

 

登録 1091915 号  レッテル 

 

登録 1079179 号  レッテル 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－２０１ ＡＦ 抽象模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２０ＢＦ 全 レッテル（矩形・抽象模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

 内容表示、封緘等のために商品に添付する紙等で、その形状が矩形（正方形、長方形）のものの

中で、表面部に表されている模様が、抽象模様を表現しているもの。 

 抽象模様に含まれるものについては、・文字、文様、・スターマーク。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

のし及び水引等を表現しているものは、Ｆ３－１３１８１の水引、のし等に分類。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 （注）他の模様と組み合わせている場合については、１．抽象模様が主体の場合には、この分類

に含む。２．同比率の場合には、他の模様を優先し、各々の分類に入れる。 
 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

レッテル 包装用しおり 包装用封かん紙 

   

 

登録 1179940 号 
レッテル 

 

登録 1177103 号 
レッテル 

登録 1180921 号 
レッテル 

 

登録 1163256 号 
レッテル 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－２１ 包装用下げ札 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－２１ 全 包装用下げ札 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用下げ札   

   
８ 

定義 

 商品の内容表示のために使用される吊り下げ紙札で、吊り下げるための小孔を有するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用下げ札 葉書付き包装用下げ札  

   

 

登録 1127298 号 
包装用下げ札 

 

登録 1040003 号 
葉書付き包装用

下げ札 

 

登録 1023197 号 
包装用下げ札 

 

登録 955096 号 
包装用下げ札 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－３００ 包装用台紙 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－３０ 全 包装用台紙 

Ｆ４－３０Ａ 全 包装用台紙（変形） 

Ｆ４－３０Ｂ 全 包装用台紙（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用台紙   
８ 

定義 

・商品を保持するために使用される板紙及びそれを用いた容器。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

登録 1176016 号 
包装用台紙 

 

登録 1161656 号 
電池用タブ 

登録 1178045 号 
包装用台紙 

 

登録 1093177 号 
包装用紙 

 

登録 1176643 号 
包装用台紙 

 

登録 1142284 号 
包装用台紙 

 

登録 1175882 号 
包装用台紙 

 

登録 1175842 号 
電球ならびに蛍光

灯の包装用台紙 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用台紙 電池用タブ 包装用紙 

電球ならびに蛍光灯の包装用台紙   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－３００ Ａ 矩形 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－３０Ｂ 一 包装用台紙（矩形） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

 商品を保持するための台紙のうち、その外形状が矩形状（正方形、長方形）のもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 外形状が矩形以外（変形状）のもの。  
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用台紙   

 

登録 1142284 号 
包装用台紙 

 

登録 1111995 号 
包装用台紙 

 

登録 1176643 号 
包装用台紙 

 登録 1132204 号 
包装用台紙 

 

登録 1177089 号 
包装用台紙 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－３１ フック付き包装用台紙 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－３１ 全 フック付き包装用台紙 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用台紙   

   
８ 

定義 

 包装用台紙で吊り下げるためのフック部を有すもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用台紙 吊り下げ用包装台紙 陳列用商品つり下げ具 

   

 

登録 1161691 号 
吊り下げ用包装台紙 

 

登録 1128133 号 
包装用台紙 

 

登録 1109292 号 
陳列用商品つり下

げ具 

 







意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－３３ 包装用袋の口封じ紙 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－３３ 全 包装用袋の口封じ紙 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋の口封じ紙   

   
８ 

定義 

 包装用袋の口部（開口部）を閉じるために使用されるもの。（商品販売時に使用されているものであって、

その後開口し、その開口部を閉じるものは含まない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋の口封じ紙 包装用袋の封緘ヘッダー  

   

 

登録 1104310 号 
包装用袋の口封じ紙 

登録 1071596 号 
包装用袋の口封じ紙 

 

登録 964740 号 
包装用袋の口封じ紙 

 

登録 945741 号 
包装用袋の封緘ヘッ

ダー 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４００ 包装用袋 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 
Ｆ４－４０Ａ 一 包装用袋（変形） 
Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
８ 

定義 

１． 商品の販売にあたって、その商品を保護するため、柔軟な材料で作られ、内容物を収めて初めて立体形 

  状を保ち、一の開口部を持つか密閉される容器で、以下の分類展開（Ｆ４－４０１～Ｆ４－４６）に含まれな 

  いものです。また、商品を一時的に保護するため、商品の利用後にあたっては使い捨てられるものです。 

登録 １０８７７４２号 

食品用包装袋 

登録 １１４１２６０号 

包装用容器 

登録 １１４１２０２号 

包装用袋 

登録 １１５９９９９号 

包装用袋 
登録 １０７３６８４号 

ティーバッグ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

１． この分類には、包装用袋の中で、以下に分類されるＦ４－４１～Ｆ４－４６を除いたもののうち、外形形状 

  が矩形（Ｆ４－４０１）以外のもので、矩形のは含まれません。形状の判断は、内容物である商品等を収 

  める状態の他に、折り畳んだ状態でも流通するものについては、折り畳んだ状態で判断し、また、直接収 

  納する部分の形状ではなく、シール部分等も含めて一番外側の外形形状をもって判断します。 

   なお、折り畳んだ状態が存在しないものだけは、その立体の中心となる正面側の形状で、判断します。 

   以下のようなものは、矩形（Ｆ４－４０１）に入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 祝儀袋等（Ｆ３－１３１８０）は、含まれません。 

 

３． Ｃ５－３０食卓用容器又は保存用容器との関係 

   Ｃ５－３０食卓用容器又は保存用容器の中で、母乳保存用袋（搾乳した母乳を衛生的に保存するための 

  密閉部や目盛、そそぎ口などを有した、独特の形態の保存用袋）は、願書及び添付図面の記載から母乳保存 

  用の袋であることが明らかであれば、意匠に係る物品を「包装用袋」等としていても、Ｆ４－４００代（包装用袋） 

  ではなく、Ｃ５－３０に含むものとする。 

   Ｃ５－３０に入る例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 １１３９７６２号 

食品包装用袋 

 

登録 １１７２９０４号 

包装用袋

 

登録 １１７４９５５号 

包装用袋 

 
登録 １０７９５９３号 

包装用袋 

 

登録第１１７３６０１号 

母乳保存用袋 

 

登録第１１５７６２９号 

包装用ビニール袋 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 ティーバッグ 

食品包装用袋 米殻包装用袋 おにぎり包装用袋 

サンドウィッチ包装用袋 花束包装用袋 写真フィルム包装用袋 

あぶら紙包装用袋 筆記具包装用袋  

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ Ａ 模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
D RM  

定義（図例必須） 

１． 包装用袋の中で、①外形形状が矩形（Ｆ４－４０１）以外のものであって、かつ、②袋の表面に模様が施

され、その模様が以下の模様（Ｆ４－４００ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－４００ＡＦ抽象模様付き）に該当しない

ものが含まれます。なお、シールされた状態で表れる模様状のものは、圧着されることによって細かく表

面にできる凹凸形状ですので、模様とは扱いません。 

 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

１．模様の付与ルール 

①袋に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＡ 植物模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１．植物模様に含まれるもの 

① 樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮 

②ひょうたん（ただし、加工及び付加物のふさなどがついているものは、器物として扱います。） 

③紋様化された植物（ただし、極度に抽象化されて原形をとどめていないものは抽象に入れます。） 

④平面に施されている場合の木目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 植物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

② 同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

１．主体となる模様が重複して同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 

登録第９５５１２２号 

包装用袋 

 

 

登録第１１３９７５４号 

包装用袋 

 

 

登録第１１５６１４４号 

包装用袋 

 
 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＢ 動物模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１． 動物模様に含まれるもの 

① 動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽 

② 擬人化された動物（ミッキーマウス（登録商標）等） 

③ 空想上の動物（竜、ユニコーン、ケンタウロス、カッパ、人魚等） 

④ 玩具等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴等） 

⑤ 原形をとどめている食物（するめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 動物模様に含まれないもの 

① 鬼は含まれません。（鬼は人物に入れます。） 

 

３． 他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 動物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

② 同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

１．主体となる模様が重複して同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 

登録第６８３７５１号 

包装用袋 

登録番号第１０８９３６１号 

包装用袋 

登録第１０９５２９３号 

包装用袋 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＣ 人物模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１． 人物模様に含まれるもの 

① 人物、人体の一部（目、口、耳、手足等） 

② 空想上の人物（神、鬼、お化け等） 

③ 人物玩具等（人形、こけし、だるま、雪だるま、お面、てるてる坊主等） 

④ 銅像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 人物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

② 同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

１．主体となる模様が重複して同率比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 

登録第７７２６１２号 

包装用袋 

 

登録第１１２９２３２号 

包装用袋 

 

登録第１０１０６８９号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＤ 器物模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－４００の定義に含まれるもののうち、器物模様を有するもの。 

 器物模様に含まれるもの 

・ 食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例：コーヒー豆→植物、するめ→動物） 

・ 各種道具、機械器具、乗り物 

・金銭、紙幣、犬小屋、巣箱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 器物模様に含まれないもの 

① 建物、一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入れる 

② 文字、抽象紋様、雪の結晶（→抽象に入れる） 

 

３． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

① 器物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

② 同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き  

ＡＦ 抽象模様付き 

登録第１１７４１４６号 

包装用袋 

 

登録第１１３８８７５号 

包装用袋 

 

登録第１０６４１３４号 

写真フィルム用包装袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１． 風景模様に含まれるもの 

① 自然の風景（山、波、雲等） 

② 建物、鳥居等 

③ 地球、太陽、星等（極度に抽象化されたものは除かれ、抽象に入れます。） 

④ 大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸等）、絵地図、地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

① 風景模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 

登録第５３６２６９号 

包装用袋 

 

登録第５１２６７４号 

包装用袋 

 

登録第５７６３４５号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ ＡＦ 抽象模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

  

  
 

定義（図例必須） 

１． 抽象模様に含まれるもの 

① 文字、紋様 

② スターマーク 

③ のしのリボン（水引など、様式化された模様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③補足： のしの水引ではなく、リボンが具体的に表されている場合は 

Ｆ４－４００Ａを付与します。 

 なお、右の事例は横断方向のリボン模様よりも、トリコロール旗の 

紋様が主体であるので当タームのＦ４－４００ＡＦを付与します。 

登録第１０７２５２８号 

包装用袋 

 

登録第１０８７３３２号 

包装用袋 

 

登録第７３１２１９号 

包装用袋 

 

登録第１１０５４６５号 包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

①抽象模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 写真フィルム包装用袋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４００ Ｂ まち付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 
Ｆ４－４０Ａ 一 包装用袋（変形） 
Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ４－４０１ 包装用袋（矩形） 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）、Ｆ４－４１連続型包装用袋、Ｆ４－４２０提げ手付き包装用袋、Ｆ４－４３注出

口付き包装用袋、Ｆ４－４４包装用網袋及びＦ４－４６折り畳み包装用袋を除く包装用袋の中で、両側又

は底に内側に折り畳まれる「ひだ」（まち）を有する袋に付与します。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．内側に折り畳まれる「ひだ」ではなく、外側に折り畳まれる袋は「まち付き」には含みません。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．両側又は底に内側に折り畳まれる「ひだ」を有する袋に付与し、外側に折り畳まれる袋は含みません。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  

登録第１１７３８６７号 

おにぎり用包装袋 

 

登録第１１５９９９９号 

包装用袋 

 

登録第１０４５７１８号 

包装用袋 
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９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 ティーバッグ 

食品包装用袋 米殻包装用袋 おにぎり包装用袋 

サンドウィッチ包装用袋 花束包装用袋 写真フィルム包装用袋 

あぶら紙包装用袋 筆記具包装用袋  
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４０１ 包装用袋（矩形） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 

Ｆ４－４０Ｂ 一 包装用袋（矩形） 

Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
８ 

定義 

１． 外形形状が矩形となるものです。 

２． 外形形状の判断は、内容物である商品等を収める状態の他に、折り畳んだ状態でも流通するものについ

ては、折り畳んだ状態で判断し、また、直接収納する部分の形状ではなく、シール部分等を含めて一番外

側の外形形状をもって判断します。なお、折り畳んだ状態が存在しないものだけは、その立体の中心とな

る正面側の形状で判断します。 

３． 開口部を締めるための紐が外形に表れていても、その紐は袋の外形形状には含めません。 

４． 外形形状の矩形内に提げ手の孔がある場合は、Ｆ４－４２０提げ手付き包装用袋より優先して、Ｆ４－４０

１包装用袋（矩形）に入れます。 

５． 包装用袋（矩形）に含まれるもの 

① 外形形状で判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

登録第１１３９７６２号 

食品包装用袋 

 

登録第１１７５８２６号 

包装用袋 
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② コーナーの目安 

 

Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）                      Ｆ４－４００包装用袋 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 切り裂き部分の目安 

 

 

Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）                    Ｆ４－４００包装用袋 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１７４９５５号 

包装用袋 

 

登録第１１０４４１４号 

包装用袋 

 

登録第１０７９５９３号 

包装用袋 

 

登録第１０７５０５２号 

包装用袋 

 

登録第１１４７７９０号 

包装用袋 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

3 

④ 開口部を締める紐は、外形形状に含みません。⑤矩形内に提げ手の孔があっても、矩形を優先します。 

                                                                

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． 包装用袋（矩形）に含まれないもの 

 

登録第１１５５７５７号 

包装用袋 

 

登録第１０７６３１４号 

包装用袋 

 

登録第１１７５７０３号 

包装用袋 

 

登録第１１０８９２１号 

包装用袋 

 

登録第１０７５０５２号 

包装用袋 
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２．祝儀袋等（Ｆ３－１３１８０）は、含まれません。 

 

３．Ｃ５－３０食卓用容器又は保存用容器との関係 

   Ｃ５－３０食卓用容器又は保存用容器の中で、母乳保存用袋（搾乳した母乳を衛生的に保存するための 

  密閉部や目盛、そそぎ口などを有した、独特の形態の保存用袋）は、願書及び添付図面の記載から母乳保存 

  用の袋であることが明らかであれば、意匠に係る物品を「包装用袋」等としていても、Ｆ４－４００代（包装用袋） 

  ではなく、Ｃ５－３０に含むものとする。 

   

  Ｃ５－３０に入る例 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 外形形状の矩形内に提げ手の孔がある場合は、Ｆ４－４２０提げ手付き包装用袋より優先して、Ｆ４－４０

１包装用袋（矩形）に入れます。 

２． 外形形状が矩形であっても、以下の分類であるＦ４－４１連続型包装用袋、Ｆ４－４３注出口付き包装用  

袋、Ｆ４－４４包装用網袋、Ｆ４－４６折り畳み包装用袋の特徴を有しているものは、各々の分類を優先し

て付与します。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 

登録第１１５７６２９号 

包装用ビニール袋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ Ａ 模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
D RM  

定義（図例必須） 

１． 包装用袋の中で、①外形形状が矩形のものであって、かつ、②袋の表面に模様が施され、その模様が 

  以下の模様（Ｆ４－４０１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－４０１ＡＦ抽象模様付き）に該当しないものが含まれま 

  す。なお、シールされた状態で表れる模様状のものは、圧着されることによって細かく表面にできる凹凸 

  形状ですので、模様とは扱いません。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．模様の付与ルール 
①袋に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 
②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＡ 植物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 

  
 

定義（図例必須） 

１．植物模様に含まれるもの 

① 樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮 

②ひょうたん（ただし、加工及び付加物のふさなどがついているものは、器物として扱います。） 

③紋様化された植物（ただし、極度に抽象化されて原形をとどめていないものは抽象に入れます。） 

④平面に施されている場合の木目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１０２７５９３号 

包装用袋 

 

登録第１１４１２５１号 

包装用袋 

 

登録第１１４０１５９号 

包装用袋 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 植物模様が主体の場合はこの分類に入れます。 

②同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 

登録第１１７２１４４号 

包装用袋 

 

登録第１０７９０５０号 

包装用袋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＢ 動物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

定義（図例必須） 

１． 動物模様に含まれるもの 

① 動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽 

② 擬人化された動物（ミッキーマウス（登録商標）等） 

③ 空想上の動物（竜、ユニコーン、ケンタウロス、カッパ、人魚等） 

④ 玩具等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴等） 

⑤ 原形をとどめている食物（するめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１７４２８６号 

包装用袋 

 

登録第１１７３２７６号 

包装用袋 

 

登録第１１４０１４０号 

包装用袋 

 

登録第１０４４９０４号 

包装用袋 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 動物模様に含まれないもの 

① 鬼は含まれません。（鬼は人物に入れます。） 

 

２． 他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 動物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き  

ＡＥ 風景模様付き  

ＡＦ 抽象模様付き  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＣ 人物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

定義（図例必須） 

１． 人物模様に含まれるもの 

① 人物、人体の一部（目、口、耳、手足等） 

② 空想上の人物（神、鬼、お化け等） 

③ 人物玩具等（人形、こけし、だるま、雪だるま、お面、てるてる坊主等） 

④ 銅像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 他の模様と組み合わせている場合の取扱い 

① 人物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

登録第１１７５０９２号 

包装用袋 

 

登録第１１７５０７２号 

包装用袋 

 

登録第１１３９２５２号 

包装用袋 

 登録第１０６５２７５号 

包装用袋 

 

登録第１０４６８５４号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率比率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＤ 器物模様付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－４０１の定義に含まれるもののうち、器物模様を有するもの。 

 器物模様に含まれるもの 

・ 食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例：コーヒー豆→植物、するめ→動物） 

・ 各種道具、機械器具、乗り物 

・金銭、紙幣、犬小屋、巣箱 

 
登録第１１７３５０１号 

包装用袋 

 

登録第１１７２８９１号 

包装用袋 

 

登録第１０９８７５０号 

包装用袋 

 

登録第１０３１０８４号 

包装用袋 

 

登録第１１０４３０２号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

１．器物模様に含まれないもの 

① 建物、一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入れる 

② 文字、抽象紋様、雪の結晶（→抽象に入れる） 

 

２． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

① 器物模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き  

ＡＥ 風景模様付き  

ＡＦ 抽象模様付き  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 

  
 

定義（図例必須） 

１． 風景模様に含まれるもの 

① 自然の風景（山、波、雲等） 

② 建物、鳥居等 

③ 地球、太陽、星等（極度に抽象化されたものは除かれ、抽象に入れます。） 

④大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸等）、絵地図、地図 

登録第１１３９８８１号 

包装用袋 

 

登録第１１６５３３２号 

包装用袋 

 

登録第１０４３４３８号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

① 風景模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 

登録第１００８７７２号 

包装用袋 

 

登録第９６５９０３号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ ＡＦ 抽象模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

定義（図例必須） 

１． 抽象模様に含まれるもの 

① 文字、紋様 

② スターマーク 

③のしのリボン（水引など、様式化された模様） 

登録第１１７４２５８号 

包装用袋 

 

登録第１１１２８９５号 

包装用袋 

 

登録第１１０３４１６号 

包装用袋 

 

登録第１０８６６３７号 

フィルム包装袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 他の模様と組み合わされている場合の取扱い 

①抽象模様が主体の場合にこの分類に入れます。 

②同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．主体となる模様が重複して同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数同率に組み

合わせた意匠には上位Ｄターム

を優先して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４０１ Ｂ まち付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 

Ｆ４－４０Ｂ 一 包装用袋（矩形） 

Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 

Ｆ３－１３１７０ 封筒等 

Ｆ３－２３１ ファイル 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）の中で、両側又は底に内側に折り畳まれる「ひだ」（まち）を有する袋に付与

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

登録第１１０４３２３号 

包装用袋 

 

登録第１１７５８２６号 

包装用袋 

 

登録第１１７２９０４号 

包装用袋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

       なお、下図の例の場合は、「まち」はありません。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．内側に折り畳まれる「ひだ」ではなく、外側に折り畳まれる袋は「まち付き」には含みません。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．両側又は底に内側に折り畳まれる「ひだ」を有する袋に付与し、外側に折り畳まれる袋は含みません。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 食品包装用袋 

米殻包装用袋 写真フィルム包装用袋 ウェットティッシュ包装用袋 

生理用ナプキン包装用袋 ロールペーパー包装用袋  

 

登録第１１７３５０１号 

包装用袋 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４１ 連続型包装用袋 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４１ 全 連続型包装用袋 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
 

定義 

１． 包装用袋の中で、複数の袋を連接したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         前後に袋がついているもの 

                         も含めます。 

登録第１１１４３１５号 

ばんそうこう包装用袋 

 

登録第１１０４４６５号 

包装用袋 

 

登録第１０３５９１７号 

包装用袋 

 

登録第１０２７９８１号 

包装用袋 
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2 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 １．含まれないものの例 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用袋の中で、上位の分類（Ｆ４－４００包装用袋、Ｆ４－４０１包装用袋（矩形））に対しては、Ｆ４－４１ 

  （連続型包装用袋）が優先して、また、以下の分類（Ｆ４－４２０提げ手付き包装用袋、Ｆ４－４３注出口付

き包装用袋、Ｆ４－４４包装用網袋、Ｆ４－４６折り畳み包装用袋）に対しては、以下の分類が優先されま

す。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 ばんそうこう包装用袋  

   

 

登録第１１７５６７１号 

包装用袋 

 

登録第１０３５２９９号 

包装用袋 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４２０ 提げ手付き包装用袋 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４２ 全 提げ手付き包装用袋 

Ｆ４－４２Ａ 一 提げ手付き包装用袋（模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ４－１６ 買物袋、手提袋 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
８ 

定義 

１． 包装用袋の中で、提げ手部を有するものです。ただし、Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）による外形形状の矩 

  形内に提げ手の孔があっても、この分類には含めず、優先してＦ４－４０１包装用袋（矩形）に入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 袋の外形形状内のフックに係止するための孔は、提げ手部とは取り扱いません。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．提げ手付きの包装用袋（Ｆ４－４２０）なのか、手提袋（Ｂ４－１６）か、あるいはごみ袋（Ｃ３－３７１）なのか 

  は、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分けられます。 

２．Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）による外形形状の矩形内に提げ手の孔があるものは、この分類には含め 

  ず、Ｆ４－４０１に入ります。 

登録第１１７１８９７号 

提げ手付き包装用袋 

 

登録第１１６５８２４号 

包装用袋 

 

登録第１１４０４７８号 

包装用袋 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）による外形形状の矩形内に提げ手の孔があっても、この分類には含めず、 

  優先してＦ４－４０１包装用袋（矩形）に入れます。 

    Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）に入る例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 包装用袋の中で、以下に展開するＦ４－４３（注出口付き包装用袋）、Ｆ４－４４（包装用網袋）、Ｆ４－４６ 

  （折り畳み包装用袋）の特徴を有するものは、以下が優先して付与されます。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 提げ手付き包装用袋 ロールペーパー包装用袋 

   

 

登録第１０８６６９５号 

ロールペーパー用包装袋 

 

登録第１０７６３１４号 

包装用袋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４２０ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４２Ａ 一 提げ手付き包装用袋（模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ４－１６ 買物袋、手提袋 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

定義（図例必須） 

１．提げ手部を有する包装用袋にあって、袋の表面に模様が施されているものです。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－４０１包装用袋（矩形）による外形形状の矩形内に提げ手の孔があるものは、この分類には含め 

  ず、Ｆ４－４０１に入れます。 

２． 袋の外形形状内のフックに係止するための孔は、提げ手部とは取り扱いません。 

３． 包装用袋の中で、以下に分類展開するＦ４－４３（注出口付き包装用袋）、Ｆ４－４４（包装用網袋）、Ｆ４－

４６（折り畳み包装用袋）の特徴を有するものは、以下が優先して付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 提げ手付き包装用袋  

   

 

登録第１１５７９４６号 

包装用袋 

 

登録第９５６４６８号 

包装用さげ手付袋 

 

登録第１０２３８７２号 

包装用袋 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４３ 注出口付き包装用袋 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４３ 全 注出口付き包装用袋 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ７－４００ 血液用パック 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
 

定義 

１． 包装用袋の中で、その一部分にキャップ付きの注出口が付いているものです。 

    なお、①注出機能だけでなく、注入機能も有している場合も、含めます。 

        ②Ｖ字状のノッチの切り裂きやねじりによる切断、はさみを利用した切断などをして、注出する 

         ための開口部分を有していても、袋の収納部分と同一素材で一体になっているものについて 

         は、この分類には含めません。 

 

登録第１０６４６２１号 

包装用容器 

 

登録第１１７５２９９号 

包装用容器 

 

登録第１１５８７３４号 

包装用袋 

 

登録第１１２７５４４号 

バックインボックス用包装袋 

 

登録第１０９８７９５号 

包装用容器 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

１． 注出口付き包装用袋に含めない他の包装用袋の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． Ｊ７－４００血液用パックとの関係では、Ｊ７－４００が医療や治療目的の器具となるものですので、単に健

康維持のための栄養補給や補助食品を収めるための袋はＪ７－４００に含めず、包装用袋に入れます。 

    Ｊ７－４００（血液パック）に入る例 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用袋の中で、注出口を有していれば、他の分類に優先してＦ４－４３（注出口付き包装用袋）を付与 

  します。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 包装用容器 注出口付き包装用袋 

バックインボックス用包装袋   

 

登録第１１０４０６７号 

包装用袋 

 

登録第１１３９５２４号 

包装用袋 

 

登録第１１７１９６４号 

包装用袋 

 

登録第１１４０６３９号 

包装用袋 

 

登録第１０８７３９３号－３ 

包装用袋 

 

登録第１１６７１２４号 

医療用凍結バッグ 

 

登録第１１２２８８３号 

医療用容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４４ 包装用網袋 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４４ 全 包装用網袋 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７１ ごみ袋 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用網袋   
 

定義 

１． 包装用袋の中で、収納部分が網形態になっているものです。 

なお、提げ手部を有していても、収納部が網形態（細かな孔を有すればよい。）であれば、含まれます。 

登録第１１５９６２８号 

包装用網袋 

登録第９８７４７４号 

包装用袋 

登録第７８０３８４号 

包装用袋 

登録第１０６５４７８号 

包装用袋 

登録第１０４５６３５号 

包装用袋 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． Ｃ３－３７１ごみ袋における水切り袋等とは、使用目的、使用の状態等による用途によって分けられま 

  す。 

   Ｃ３－３７１ごみ袋に入る例 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用袋の中で、上位分類のＦ４－４００（包装用袋）、Ｆ４－４０１（包装用袋（矩形））、Ｆ４－４１（連続型 

  包装用袋）、Ｆ４－４２０（提げ手付き包装用袋）においては、網形態を有していれば優先してＦ４－４４（包 

  装用網袋）を付与します。Ｆ４－４６折り畳み包装用袋に対しては、Ｆ４－４６が優先します。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用網袋 包装用袋  

   

 

登録第１０２１７０９号 

三角コーナー用水切り袋 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－４６ 折り畳み包装用袋 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 
Ｆ４－４０Ａ 一 包装用袋（変形） 
Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 
Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 
Ｆ４－４０Ｂ 一 包装用袋（矩形） 
Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 
Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 
Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 
Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 
Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 
Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７１０ 包装用容器（折曲げ組立式） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用袋   
８ 

定義 

１． 包装用袋の中で、一枚の柔軟な紙等を折り畳むだけによって、すなわち、糊付け等の部分がなく、初め 

  て袋状の収納部を構成する厚みの無い薄いものです。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． 厚みがあっても、袋としての柔らかい素材による収納部ではなく、剛性に富む包装用箱を構成するもの 

  は、Ｆ４－７代包装用容器に含まれます。 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用袋の中で、折り畳むだけよって袋状の収納部を構成している構造を有しているものは、上位分類 

  に優先して、Ｆ４－４６（折り畳み包装用袋）を付与します。 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 箸袋 あぶらとり紙包装用袋 

 

登録第１０６６１４６号 

包装用袋 

登録第１１０７６０６号 

あぶらとり紙包装用袋 

登録第９８２０４４号 箸袋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－４６ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－４０ 一 包装用袋 

Ｆ４－４０Ａ 一 包装用袋（変形） 

Ｆ４－４０ＡＡ 一 包装用袋（変形・植物模様付き） 

Ｆ４－４０ＡＢ 一 包装用袋（変形・動物模様付き） 

Ｆ４－４０ＡＣ 一 包装用袋（変形・人物模様付き） 

Ｆ４－４０ＡＤ 一 包装用袋（変形・器物模様付き） 

Ｆ４－４０ＡＥ 一 包装用袋（変形・風景模様付き） 

Ｆ４－４０ＡＦ 一 包装用袋（変形・抽象模様付き） 

Ｆ４－４０Ｂ 一 包装用袋（矩形） 

Ｆ４－４０ＢＡ 一 包装用袋（矩形・植物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＢ 一 包装用袋（矩形・動物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＣ 一 包装用袋（矩形・人物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＤ 一 包装用袋（矩形・器物模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＥ 一 包装用袋（矩形・風景模様付き） 

Ｆ４－４０ＢＦ 一 包装用袋（矩形・抽象模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７１０ 包装用容器（折曲げ組立式） 
 

定義（図例必須） 

１．折り畳み包装用袋の中で、袋の表面に模様が施されているものです。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 包装用袋の中で、折り畳むだけによって袋状の収納部を構成している構造を有しているものは、上位分 

  類に優先して、Ｆ４－４６（折り畳み包装用袋）を付与します。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用袋 あぶらとり紙包装用袋 箸袋 

 

登録第９８２１３８号 

包装用袋 

 

登録第９５８９２４号 

はし袋 

 

登録第８６８８７１号 

包装用容器 

（裏に模様があります） 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７０ 包装用容器等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 包装用容器 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

Ｆ４－５７０ 一 包装用押し出しチューブ 

Ｆ４－５８ 一 包装用アンプル 

Ｆ４－６１ 一 回転繰出し型包装用容器 

Ｆ４－６２０ 一 噴霧器付き包装用容器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   

   
８ 

定義 

１． この分類には、商品を販売したり、展示、保管、運搬するにあたって、その商品を一時的に収納してその

商品の状態を保護するために施される金属、ガラス、木、紙、プラスチック等の瓶、缶、箱などの一定の

形態を保つ剛性に富む、反復使用を目的としない使い捨てられるような容器等が含まれることになりま

す。    

 ただし、以下に分類されるＦ４－７１０包装用容器～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）に含ま

れるものが除かれますので、実質上、なにも入らない空分類として運用されます。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． 以下に分類されるＦ４－７１０包装用容器～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）に含まれるものが 

  除かれますので、実質上、なにも入らない空分類として運用することになります。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 
Ｆ４－５０Ａ 全 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 全 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ａ 全 包装用缶（変形柱形） 
Ｆ４－５２ＡＡ 全 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 全 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 全 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 全 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 全 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（吊り下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 全 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 全 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 
Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 
Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 
Ｃ０－１２ 小物整理皿 
Ｃ３－３７００ ごみ箱 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ５－２１００ 食卓用皿及び食卓用鉢 
Ｃ５－３１００ 液体つぎ又は液体保存用容器 
Ｃ５－３１５０ 水筒 
Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
Ｃ５－４５１０ 調理用漬物器 
Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
Ｆ２－１２５ インクつぼ 
Ｇ１－５００ 運搬用容器等 
Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
Ｊ７－１００ 医療用品等 
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再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 包装用かご  
８ 

定義 

１． 包装用容器とは、商品を販売したり、展示、保管、運搬するにあたって、その商品を一時的に収納してそ

の商品の状態を保護するために施される金属、ガラス、木、紙、プラスチック等の瓶、缶、箱などの一定

の形態を保つ剛性に富む、反復使用を目的としない使い捨てられるような容器です。    

２． この分類には、以下に分類されるＦ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器（押出し

チューブ型）に含まれないものが入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録 1174081 号  
包装用容器 

登録第１１６０６７６号 

包装用箱 

 

登録第１１３９０８３号 

包装用缶 

 

登録第１１４２９０１号 

菓子包装用容器 

 

登録第１１１０８１３８０号 

包装用容器 

 

登録第１０４９１４５号 

包装用箱 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．Ｃ４－１３点眼器との関係 

① 目薬として眼にさすための点眼器として使用されるものは、Ｃ４－１３に付与されます。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「点眼器」「点眼容器」「目薬容器」の記載は、Ｃ４－１３に入ります。 

「包装用容器」の記載は、Ｆ４－７代の包装用容器等に入ります。 

    なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用容器」となっていたとしても、願書の記 

   載によって点眼器として使用する旨又は願書添付の図面の「使用の状態を示す参考図」によって、 

   点眼器として使用されることが明らかに特定できるものについては、Ｃ４－１３が付与されます。 

 Ｃ４－１３点眼器               Ｆ４－７０包装用容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ｃ４－３１００脱臭器、芳香器等との関係 

  ①脱臭器、芳香器等として使用されるものは、Ｃ４－３１００に付与されます。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用容器」となっていたとしても、願書の記載 

  によって脱臭器や芳香器として使用する旨又は願書添付の図面の「使用の状態を示す参考図」に 

  よって脱臭器や芳香器として使用されることが明らかに特定できるものについては、Ｃ４－３１００が付 

    与されます。 

  Ｃ４－３１００脱臭器、芳香器        Ｆ４－７１０包装用容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       注、説明無し 
 

登録第１１６３２４１号 

点眼器付き目薬容器 

 

登録第１０４７５３３号 

電気芳香器 

 

登録第１０７９６２９号 

包装用容器 

 

登録第１１０８８２５号 

包装用容器 
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３．Ｃ５－３２００食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱等との関係 

① 反復の使用に適した堅牢な容器は、Ｃ５－３２００食品用ふた物に付与し、使いきりの比較的簡易な 

  容器は、Ｆ４－７代の包装用容器に付与します。 

②願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「飲食用容器「「食品用保存容器」「弁当用容器」の記載は、Ｃ５－３２００に入ります。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用弁当容器」「弁当用包装容器」「包装用弁 

  当箱」のように包装用と特定できるもの、又は、願書の「意匠に係る物品の説明」の記載において、使 

  い捨てである旨等の説明により包装用と特定できるものについては、Ｆ４の包装用とします。 

    Ｃ５－３２００弁当箱              Ｆ４－７１４０包装用容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．Ｆ４－４００包装用袋～Ｆ４－４６折り畳み包装用袋との関係 

   商品の販売にあたって、その商品を保護するため、柔軟な材料で作られ、内容物を収めて初めて立体 

  形状を保つ容器である包装用袋は、ここには含まれず、Ｆ４－４００包装用袋～Ｆ４－４６折り畳み包装用 

  袋に入れます。 

 

５．Ｆ４－７３０包装用容器（細口突出型）との関係 

以下のような容器は、蓋が付設されていても、F4-730（細口突出型）とはせず、容器本体の形状によっ

て、F4-71０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． Ｇ１－５００運搬用容器等、Ｇ１－５０１運搬用容器との関係 

  ①「包装用容器」「運搬用容器」の各々の用途によって付与されます。 

   「包装用容器」は、商品を販売したり、展示、保管、運搬するにあたって、その商品を一時的に収納し 

     てその商品の状態を保護するための容器であって、反復使用を目的としない使い捨てられるような 

     容器です。 

   「運搬用容器」は、商品を運搬することを主目的とする反復使用に適する堅牢な輸送用容器です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１１４４５５号 

弁当箱 

 

登録第１１２１９００号 

包装用容器 

 

F４－７１０ 
登録第１１７４８６４号 

包装用容器 
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② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

   なお、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載又は願書の添付図面の記載において、願書の 

  「意匠に係る物品」の記載と一致しない、明らかに他に特定できる用途が示されているものについて 

  は、その用途に基づいて分類します。 

     Ｇ１－５０１運搬用容器            Ｆ４－７１０包装用容器 

 

 

 

 

登録第１１３７５９７号 

運搬用容器 

 

登録第１０６９３８５号 

包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ａ 模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 

Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－２１００ 食卓用皿及び食卓用鉢 

Ｃ５－３１００ 液体つぎ又は液体保存用容器 

Ｃ５－３１５０ 水筒 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 調理用漬物器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

Ｊ７－１００ 医療用品等 

  



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
D RM  

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ容器型）に属さないもののうち、②包装用容器に模様が施されているものについて付与

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化された態様

は含みません。 

  ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、模様として取り扱いま

す。 

 

３． 物品に施される文字は、文字が模様として意匠を構成するものと意匠を構成しないものとの区別が困難

なため、Ｄターム付与に際しては一律模様として取り扱うことにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１０Ｂ台、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与され

ます。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   

 

登録第１１８２９１３号 

包装用缶 

 

登録第１１６０６７７号 

包装用箱 

 

登録第１１４９３３８号 

包装容器 

 
 

登録第１１１５１４９号 

カレンダー付き包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ ＢＡ 開口部開放 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 

Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 

Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
D RM  

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される 

① Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型） 

 ～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ容器）に 

属さないもののうち、 

② 包装用容器の閉じた状態において、 

なお容器部の内容物を出し入れするための 

開口部にふた等が無く開放されているものについて付与します。 

 

 

 

使用時には、蓋があると思われる容器であっても、蓋なしの状態で表されている場合はこのＤタームを付

与します。 

 

登録第１１４２１２３号 

包装用折箱 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１、 Ｆ４－７１０Ｄ（窓部あり）との関係 

   容器の一部に裏側に筒抜ける穴及び直接収納する容器部の表面の一部に内部が見えるような穴又 

  は容器部の表面の一部に内部が見える透明シートで覆われた透視する窓を外郭の形状に有しているも 

  のについては、ここには含まれず、Ｆ４－７１０Ｄ包装用容器（窓部あり）に付与されます。 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されま

す。 

    ただし、Ｆ４－７１０ＢＢふた付き、Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き 

   （分離式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から必ず１つ付与します。 

    ２つ以上重複して付与されることはありません。 

 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ ＢＢ ふた付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 

Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 

Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 
Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 
Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 
Ｃ０－１２ 小物整理皿 
Ｃ３－３７００ ごみ箱 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等等 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ５－２１００ 食卓用皿及び食卓用鉢 
Ｃ５－３１５０ 水筒 
Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
Ｃ５－４５１０ 漬物調理用器 
Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
Ｆ２－１２５ インクつぼ 
Ｇ１－５００ 運搬用容器等 
Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
Ｊ７－１００ 医療用品等 
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定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもの（以下のＤターム、Ｆ４－７１０ＢＢＡ蝶番式

ふた、Ｆ４－７１０ＢＢＢ分離式ふた、Ｆ４－７１０ＢＢＣスライド式ふたに付与されるものを除きます。）に付

与します。 

   

２． 「ふた付き」に中には、蓋（被せ蓋のように容器部と分離できるものに限らず、ヒンジ式の容器部と連接さ

れているものも含みます。）、キャップ、栓、王冠などが含まれます。 

 そして、「ふた」は、包装用容器において、内容物そのものあるいは内容物を出し入れする開口部を覆

うことによって、単に密閉するだけでなく、内容物の出し入れに際し、開口部の開閉を繰り返したり、容器

部と組み立てられたり、組み合わされたりして、内容物を保護する働きをもつものです。 

 

 なお、①包装用缶にみられるタブが付いた蓋（プルトップ式蓋）は、スコア（切込み）に沿って開けられる

が、開閉を繰り返したり、組み合わされたりしているものではないので、「ふた」の定義には該当しにくい

が、通常業界では蓋として取り扱われていて、特徴的形態をしてＤターム付与にあって抽出効果が期待

できますので、「ふた」の定義に含め、一律Ｆ４－７１０ＢＢふた付きに付与することとします。 

 

   また、②開口部が薄いシール状のものに覆われているものも「ふた付き」とし、シール状のふたの全体 

  が剥がされるものと一部接着されているものとがありますが、外観上区別が不可能で、使用の状態にこ 

  とさら違いがないことから、一律Ｆ４－７１０ＢＢふた付きに付与することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．「ＢＢ（ふた付き）」に含まれないものの例 

 例えば、以下に示すものは「ＢＢＡ」を付与する。 

 

① 包装用箱のジッパー（ミシン目）を切り裂いて開口するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１２６４９３号 

包装用箱 

 

登録第１１６３８０９号 

包装用容器 

 

登録第１０８１３８０号 

包装用容器 
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② ふたが無いもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１０ＢＡ開口部開放、Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付 

   き（分離式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から必ず１つ付与します。２つ以上重複し

て付与されることはありません。 

 

２． Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＣふた 

  付き（スライド式）とは、ふたの構造形式が、蝶番式ふた（Ｆ４－７１０ＢＢＡ）、分離式ふた（Ｆ４－７１０ＢＢ 

  Ｂ）、スライド式（Ｆ４－７１０ＢＢＣ）であれば、Ｆ４－７１０ＢＢふた付きに優先して付与され、該当しない構 

  造形式のものあるいは異なる構造形式のものが組み合わされて用いられている場合には、Ｆ４－７１０Ｂ 

  Ｂが付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１０

ＢＡ（開口部開放）を除いて、複

数組み合わせた意匠にはＦ４－

７１０ＢＢが付与されます。 

           

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   

 

登録第１１７６６５２号 

包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 
Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 
Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 
Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 
Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 
Ｃ０－１２ 小物整理皿 
Ｃ３－３７００ ごみ箱 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ５－２１００ 食卓用皿及び食卓用鉢 
Ｃ５－３１５０ 水筒 
Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
Ｃ５－４５１０ 漬物調理用器 
Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
Ｆ２－１２５ インクつぼ 
Ｇ１－５００ 運搬用容器等 
Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
Ｊ７－１００ 医療用品等 
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定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式が蝶番式であるもの

に付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    なお、包装用箱において、糊しろ部分あるいは蓋が接着している状態のものは、糊をはがした状態 

   で蓋として利用されることはあっても、接着されていることから、密封されている状態のものであって、 

   蓋が無い状態です。ただし、接着されて蓋が無い状態なのかふた付きなのか判別できないもの、又は 

   明らかに接着され密封されているものと判断されるもの以外のもので、蓋の構造が蝶番式ふた以外と 

   示されている場合を除き、蝶番式ふたに付与します。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 他のＤターム（Ｆ４－７０Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１０ＢＡ開口部開放、Ｆ４－７１０ＢＢふた付き、Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き（分離式ふ 

   た）、 Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から必ず１つ付与します。２つ以上重複して付与され 

   ることはありません。 

 

２． Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）とは、ふたの構造形式に

より、各々に付与し、該当しない構造形式のふたあるいは蝶番式ふたとその構造形式が異なる形式の

ふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７１０ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１０

ＢＡ（開口部開放）を除いて、複

数組み合わせた意匠にはＦ４－

７１０ＢＢが付与されます。 

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 

登録第１１８２４４９号 

包装用容器 

 

登録第１０７９６２８号 

包装用容器 

 

登録第１１７０７９０号 

包装用容器 

 

登録第１１８３９７６号 

包装用容器 

 

登録第１１７６６４９号 

包装用容器 

 

登録第１１１５１４９号 

カレンダー付き包装用箱 
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過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 

Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 

Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－２１００ 食卓用皿及び食卓用鉢 

Ｃ５－３１５０ 水筒 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

Ｊ７－１００ 医療用品等 
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D RM  

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式が分離式であるもの

に付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、蓋部が容器を兼ねている場合、雌雄が特定できるものについては、一方を容器部、他方を蓋部 

  として、分離式ふたとします。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

使用時には、蓋があると思われる容器であっても、蓋なしの状態で表されている場合はこのＤタームを付与

しません（ＢＡを付与します）。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１、 他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１０ＢＡ開口部開放、Ｆ４－７１０ＢＢふた付き、Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

   た）、 Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から必ず１つ付与します。２つ以上重複して付与され

ることはありません。 

 

２． Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＣふた付き（スライド式）とは、ふたの構造形式に 

  より、各々に付与し、該当しない構造形式のふたあるいは分離式ふたとその構造形式が異なる形式の 

  ふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７１０ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１０

ＢＡ（開口部開放）を除いて、複

数組み合わせた意匠にはＦ４－

７１０ＢＢが付与されます。 

 

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   
 

登録第１１３９０８３号 

包装用缶 

 

登録第１１７９５１２号 

包装用容器 

 

登録第１１２８０３５号 

包装用缶 

 

登録第１１６７５９１号 

包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 
Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 
Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体型） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体型・模様付き） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器 

Ｃ５－２１００ 食品用皿及び食品用鉢 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

Ｊ７－１００ 医療用品等 
 

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式がスライド式であるも

のに付与します。 

２． スライド式ふたとは、容器部の開閉にあたって、開口部又は開放部をスライドさせながら覆うことができる 

  蓋の構造をもつものです。なお、引き出しタイプのものは、必ずしも蓋が開放部を直接覆う態様ではない 

  のですが、スライドという特徴的な形状を共通に持ち合わせているため、スライド式ふたに含めます。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１０ＢＡ開口部開放、Ｆ４－７１０ＢＢふた付き、Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

   た）、 Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き（分離式ふた）の中から必ず１つ付与します。２つ以上重複して付与さ

れることはありません。 

 

２． Ｆ４－７１０ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１０ＢＢＢふた付き（分離式ふた）とは、ふたの構造形式 

  により、各々に付与し、該当しない構造形式のふたあるいはスライド式ふたとその構造形式が異なる形 

  式のふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７０１ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１０

ＢＡを除いて、複数組み合わせ

た意匠にはＦ４－７１０ＢＢが付

与されます。 

 

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   

 

登録第１１４９８４４号 

小物入れ 

 

登録第１１４９９０９号 

包装用容器 

 

登録第１１５２０８５号 

包装用容器 

 

登録第１１８２１１４号 

ネイルストーン用収納ケース 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ｃ 取手付き 
 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 
Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 
Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用容器として持ち運びができる取手が付いているもの

に付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 係止するための穴は、取手とは見ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｂ代、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 飲料用缶 

カレンダー付き包装用箱   

 

登録第１１０８４７８号 

包装用箱 

 

登録第１０８１９２６号 

包装用箱 

 

登録第１１６５１２０号 

包装用容器 

 

登録第１１３５３１３号 

包装用容器 

 

登録第１１４１５１９号 

包装用容器 

 

登録第１１４２１２３号 

包装用折箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ｄ 窓部有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 
Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 
Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（吊り下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用容器の閉じた状態において、直接収納する容器部

の表面の一部に内部が見えるような穴又は容器部の表面の一部に内部が見える透明シートで覆われた

透視する窓を外郭の形状に有しているものについて付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、以下のものは窓部に含まれません。 

 

①単に掛けるための穴や閉じる紐を通す穴（容器本来の創作とは異なり、単に機能的にのみ用いら 

  れる小さな穴）、通常底面に隠れて見えない穴など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ②持ち運びするための取手の穴。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１０９０６６６号 

包装用箱 

 

登録第１１３０５５８号 

商品陳列用箱 

 

登録第１１４１５１９号 

包装用容器 

 

登録第１１０８４７８号 

包装用箱 

 

登録第１１４２１２３号 

包装用折箱 
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    ③紐、細幅テープ、ベルト等によってできる取手の輪は、窓部とは取り扱いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④容器が組み立てられる際に生じる隙間の空間は、窓部とは取り扱いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑤容器部を覆う面が一部ではなく、全体が透明になっているものは、透視窓とはしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑥ジッパー（ミシン目）が施されている状態のものは、窓部では有りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１０５８２６号 

包装用箱 

 

登録第１０８１９２６号 

包装用箱 

 

登録第１１４２９０１号 

菓子包装用容器 

 

登録第１０９４１６９号 

包装用容器 

 

登録第１０８１３８０号 

包装用容器 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｂ代、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用箱 包装用容器 食品包装用容器 

菓子包装用容器 カレンダー付き包装用箱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ｅ 折曲げ組立て式 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 
Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 
Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 
Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 
Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－４６ 折り畳み包装用袋 
 

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用箱として、以下のような構造をもち、一枚の紙や板 

  紙の材料を糊付けがなされずに折り組み立てられる箱、又は、一部サイドに糊付けがなされていたとし 

  ても、開口部に糊付けが無く、折り畳まれた平面的な状態（一枚の板状になるということではなく、折り畳 

  まれて重ねられて平面的な状態になるもの。）からそのまま組み立てることができる箱（逆に立体的な状 

  態から平面的な状態へと戻すこともできる。）について付与します。 

    なお、折曲げ組立て式であることが、願書及び願書添付図面の記載に明確に示されていない場合や 

  不明で確認できない場合は、Ｆ４－７１０Ｅ（折曲げ組立て式）には含めません。逆に、明確に示されてい 

  る場合、すなわち、①すでにロック式や差込式の特徴を有して明確に組立式であることが示されている 

  場合や②使用状態図等を提出して折り畳んだ平面的な状態を示している場合、③展開図等から折り畳 

  んだ状態として使用されることが類推できる場合に限って、折曲げ組立式に含めることになります。 

 （１）ロック式 

                  
登録第１１０５８２６号 包装用箱 

  注、内側収納部の側面引っ掛け部分がロック式 
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        注、蓋と側面の係合部分がロック式 

 

（２）差込式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 注、左右の蓋が差込式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

登録第１０８９２１４号 包装用容器 

 

 
 

登録第１０７５１８１号 

包装用箱 

 

登録第１１１５４６２号 カレンダー付き包装用箱 
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（３） オートボトム式 

 糊付けがなされていても、折り畳まれた平面の状態からワンタッチで組み立てることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注、底面図において、一部糊付けがなされているが、ワンタッチで組み立てられるオートボトム式 

 

２．その他含まれるものの例         

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 一枚の紙や板紙で、一定の形態を保つ剛性に富む素材を折り畳むだけによって収納部を構成する収 

  納部に厚みのない薄いものでも、Ｆ４－７代（包装用容器）に含めます。そして、願書の「意匠に係る物 

  品」の欄の記載が包装用箱ないしは包装用容器として使用される内容の記載になっているもの、又は願 

  書の他の記載及び願書添付の図面から、包装用箱ないしは包装用容器として使用されることが示され 

  ているものについては、Ｆ４－７代（包装用容器）に含めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ただし、一枚の紙等であっても柔軟な材質で作られ、容易に撓（たわ）むような素材を折り畳んで収 

  納部を構成する収納部に厚みのない薄いものについては、包装用袋として、Ｆ４－４６（折り畳み包装用 

  袋）に入ります。 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与され 

  ます。 

 

登録第１１４２１２３号 包装用折箱 

 
 

登録第１０６４１３５号 

包装用容器 

 

登録第１０４９１４５号 

包装用箱 

 

登録第１１０８４７８号 包装用箱 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用箱 包装用容器 食品包装用容器 

菓子包装用箱   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ｆ 巻締め部有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７４０Ｆ 包装用噴霧器 
 

定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０包装用容器

（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用缶として二つの部材を結合する巻締め構造を有す

るものについて付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．二つの部材が結合して巻締め部を構成していない場合は、含まれません。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用缶 包装用容器  

   

 

登録第１１３９０８３号 包装用缶 

 
 

登録第１１８２９１３号 

包装用缶 

 

登録第１１０９１４７号 

包装用缶 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１０ Ｇ 縦長型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５０Ａ 一 包装用容器（変形柱形） 

Ｆ４－５０ＡＡ 一 包装用容器（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ａ 一 包装用缶（変形柱形） 

Ｆ４－５２ＡＡ 一 包装用缶（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ａ 一 包装用箱（変形柱形） 

Ｆ４－５３０ＡＡ 一 包装用箱（変形柱形・模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ａ 一 提げ手付き包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３１ＡＡ 一 提げ手付き包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ａ 一 有孔型包装用箱（変形） 

Ｆ４－５３３ＡＡ 一 有孔型包装用箱（変形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 指輪ケース、カフスボタンケース 

Ｃ０－１２ 装身具整理具、身の回り品整理皿、小物入れ 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器、カット綿入れ、眼鏡レンズクリーナーペーパーケース 

Ｃ４－３１００ 脱臭器、芳香器 

Ｃ５－２１００ ふた付きわん 

Ｃ５－３１００ 徳利、酒入れ 

Ｃ５－３１５０ 水筒 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ、水筒おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ、インク入れ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

Ｊ７－１００ 医療用品等 
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定義（図例必須） 

１． 包装用容器の中で、以下に分類される①Ｆ４－７１１包装用容器（直方体型）～Ｆ４－７７０（押出しチュー

ブ型）に含まれないもののうち、②立体を把握する際に、包装用容器の閉じられた状態における全体形

状（直接収める容器部分に限らず、全体の形状）が次項の定義の縦長に該当する場合をいいます。 

 

２． 包装用容器における縦長とは、以下によって判断します。 

① 包装用容器に天地（通常の使用状態、開蓋状態、取手の位置、模様の態様、安定性等を総合して、

天地を判断します。）、があれば、その方向を縦方向として、最大横幅（対角線上の長さも含みます）に

対して最大高さが２倍以上あるものを縦長とします。 

② 天地が無い場合は、立体を把握する際に縦、横、高さの要素に分け、その三要素のうち最小比率の

部分を除き、他の二つの比率において、２倍以上の差を有するものを縦長とします。 

③ 天地が明確でない場合は、縦長には含めません。 

 

 なお、全体形状の中には、形が崩れる柔らかい材質で作られる紐、ベルト等の取手は、含まれませ

ん。 

 

   目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     対角線対高さ １．６５倍      対角線対高さ １．７１倍     対角線対高さ １．８５倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           辺の長さ対高さ ２．３３倍      対角線対高さ ２．６０倍 

登録第１１４９０３４号 

包装用箱 

 

登録第１１７６６４２号 

包装用容器 

 

登録第１１８２１９０号 

包装用容器 

 

登録第１１６０６７６号 

包装用箱 

 

登録第１１７６６４９号 

包装用容器 
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３． その他含まれるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１０Ａ、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 カレンダー付き包装用箱 

 

登録第１０８１３８０号 

包装用容器 

 

登録第１０４９１４５号 

包装用箱 

 

登録第１０８４５００号 

包装用容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１１ 包装用容器（直方体型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０Ｂ 全 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 全 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 全 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 全 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 全 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 全 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 全 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０Ｂ 全 包装用瓶（広口） 
Ｆ４－５１０ＢＡ 全 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢ 全 包装用瓶（広口・矩形） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 全 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 全 包装用缶（直方体形） 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 全 包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３０Ｄ 全 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 全 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 全 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 全 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 
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Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
８ 

定義 

１． 包装用容器（直方体型）には、立体を把握する際に、包装用容器の閉じられた状態における全体形状

（直接収める容器部分に限らず、全体の形状）が、次の定義に該当するものを分類する。 

 

２． 包装用容器における直方体型とは、以下のとおり。 

 

（１）全体形状が、正方形ないし長方形による六面体であること。  

なお、全体形状には、形が崩れる柔らかい材質の紐、ベルト等の取手は含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

（２）ただし、厳密に六面全てが平面であり、その平面が正方形ないし長方形でなくてもよい。 

 

① 一の面の全てが平面である必要はなく、一部凹凸部を有していても、その他の平面部分が当該

面の相当部分（７割程度以上、厳密に７割ということではなく全体の構成を重視し、視覚的に明確

に広範囲を占めていると意識できる程度。以下同じ）を占めていれば、平面として取り扱う。 

なお、紙等の重なり程度の面の構成に影響しないわずかな段差は平面とする。 

また、穴や透視窓も、それが設けられている面と平面とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１８３８６２号 
包装用容器 

 

登録第１１６４６０２号 
ブースターケーブル包装ケース 

 

登録第１１２５６０８号 
包装用箱 

 

登録第１１４３８０６号 
包装用箱 
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② 六面全てが平面である必要はなく、六面のうち五面が平面として成立し、かつ、五面が物品全体

の相当部分を占めていればよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注、上面が不成立        注、上面が不成立         注、右側面のみが不成立   注、右側面が不成立 

 

 

③ 一の面が必ずしも正方形ないし長方形である必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 各面をつなぐコーナーは必ずしも直角である必要はなく（アールでもよい）、平面が一の面の相当

部分を占めていればよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 五面が平面として成立していれば、他が開放されていても、直方体型に含む。 

（参考：Ｆ４－７１４０～７１４３ 包装用容器（トレー型）） 

 

 

 

 

 

登録第１１６３８１２号 
包装用箱 

 

登録第１０８３９６４号 
包装用容器 

 

登録第１１６０９４５号 
包装用箱 

 

登録第１１７５２９４号 
包装用缶 

 

登録第１１４４１３９号 
包装用箱 

 

登録第１１７７７５４号 
包装用容器 

 

登録第１１０８９３３号 
包装用容器 

 

登録第１１１５５５２号 
包装用容器 

 

登録第１１６０２２９号 
包装箱 

 

登録第１０７２１６９号 
包装用容器 

 

登録第１１８７１０５号  包装用缶 
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⑥ 以下のような容器は、蓋が付設されていても、F4-730（細口突出型）とはせず、容器本体の形状

によって、F4-711 に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１５３６１５２号 
包装用容器 
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（３）一方、次の場合は、直方体型に含まない。 

 

① 一の面が視覚的に直ちにわかる程度の曲面である場合は、平面を構成しないものとして、他の

五面が直方体の条件を満たさない限り、直方体型には含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一の面に視覚的に直ちにわかる程度のテーパーがかかっている場合は、直方体ではないものと

して、直方体型には含まない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 六面体の他に全体形状を構成する要素を持つもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 五面の直方体部分が、相当部分を占めないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ４－７１０ 
登録第１１８４３３８号  包装用容器 

 

Ｆ４－７１０ 
登録第１０９４１６９号  包装用容器 

 

Ｆ４－７１０ 
登録第１１０５９６７号  包装用箱 

 

 

  

Ｆ４－７１０ 
登録第１１０８４７８号  包装用箱 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

１．形状又は「意匠に係る物品の説明」の欄の記載から、引越時等に使用される、食器、衣類又は鉢植えを

運搬するための箱であることが明確な場合、反復使用される可能性が高いため、たとえ「意匠に係る物

品の名称」が「包装用容器」であったとしても、Ｇ１－５０１（運搬用容器）に分類する。 

なお、鉢植えのための箱は、必ずしも反復使用されるとは限らないが、形状が衣類用箱に近いため、共

にＧ１－５０１（運搬用容器）に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）が優先して付与される。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

Ｇ１－５０１ 

登録第１１８１３４９号 
生花輸送用箱 

Ｇ１－５０１ 

登録第９９１５００号 
運搬用容器 
 

 

Ｇ１－５０１ 

登録第９６２９１７号 
運搬用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ａ 模様付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
   

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に模様が施され、かつ以下のＤタームの模様（Ｆ４

－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様付き）に該当しないものが含まれます。 

 

２． 包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化された態様

は模様とはしません。ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、模

様として取り扱います。 

    以下の例は、凹凸形状のみの態様ですので、模様付きとは取り扱いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 物品に施される文字は、文字が模様として意匠を構成するものと意匠を構成しないものとの区別が困難 

  なため、Ｄターム付与に際しては一律模様として取り扱うことにします。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

  ただし、Ｆ４－７１１Ａ代とは重複して付与されることはありません。 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１０８３５６７号 

包装用箱 

 

 

登録第１０６７９３９号 

包装用箱 

 

登録第１０６４８７６号 

包装用缶 

 

登録第１１６０７９２号 

包装用箱 

 

登録第１１６５７２７号 

紙製容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＡ 植物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 

Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 

Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に植物模様が施されているものについて付与しま

す。 

２． 植物模様に含まれるもの 

 ①樹木、果実、花、きのこ、海草、豆、樹葉の表皮 

 ②ひょうたん（ただし、加工及び付加物のふさがついているものは、器物として扱います。） 

 ③紋様化された植物（ただし、極度に抽象化されて原形をとどめていないものは抽象に入れます。） 

 ④平面に施されている場合の木目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き  

ＡＥ 風景模様付き  

ＡＦ 抽象模様付き  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１１７７６５９号 

包装用箱 

 

登録第１１５７９１６号 

ぶどう包装用箱 

 

登録第１１２４８６０号 

包装用箱 

 

登録第１１３７９８８号 

包装用容器 

 

登録第１１１７７０９号 

包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＢ 動物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に動物模様が施されているものについて付与しま

す。 

２． 動物模様に含まれるもの 

 ①動物、両生類、貝、昆虫、卵、鳥の羽 

 ②擬人化された動物（ミッキーマウス（登録商標）等） 

 ③空想上の動物（竜、ユニコーン、ケンタウロス、カッパ、人魚等） 

 ④玩具等（獅子舞の獅子、しゃちほこ、折鶴等） 

 ⑤原形をとどめている食物（するめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 動物模様に含まれないもの 

 ①鬼は含まれません。（鬼は人物に入れます。） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１１３４９５１号 

包装用箱 

 

登録第１１６４６４２号 

包装用箱 

 

登録第１１４５２７７号 

包装用箱 

 

登録第１０９３１０３号 

包装用箱 

 

登録第１１５５７３５号 

包装用箱 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＣ 人物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に人物模様が施されているものについて付与しま

す。 

２． 人物模様に含まれるもの 

 ①人物、人体の一部（目、口、耳、手足等） 

 ②空想上の人物（神、鬼、お化け等） 

 ③人物玩具等（人形、こけし、だるま、雪だるま、お面、てるてる坊主等） 

 ④銅像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き  

ＡＥ 風景模様付き  

ＡＦ 抽象模様付き  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１１５４８０５号 

包装用箱 

 

登録第１１６４７７０号 

包装用箱 

 

登録第１１６５７３１号 

包装用容器 

 

登録第１１７８８３１号 

包装用箱 

 

登録第１１６２８６７号 

包装用箱 

 

登録第１１６７４４５号 

包装用箱 

 

登録第１１４８２２１号 

包装用箱 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＤ 器物模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
   

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１１の定義に含まれるもののうち、器物模様を有するもの。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器物模様に含まれるもの 

・ 食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例：コーヒー豆→植物模様等） 

・ 各種道具、機械器具、乗り物 

・ 金銭、紙幣、犬小屋、巣箱 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

器物模様から除くもの 

・ 建物、一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入れる 

・ 文字、抽象紋様、雪の結晶（→抽象に入れる） 

登録第１１４８７４１号 

包装用箱 

 

登録第１１４８７３９号 

包装用箱 

 

登録第１１５１６１４号 

包装用箱 

 

登録第１１５０２７５号 

包装用箱 

 

登録第１１３４７８１号 

包装用箱 

 

登録第１１８００８１号 

包装用箱 

 

登録第１１０４６５６号 

包装用箱 

 

登録第１１４７７３６号 

包装用箱 
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７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＥ 風景模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に風景模様が施されているものについて付与しま

す。 

 

２． 風景模様に含まれるもの 

 ①自然の風景（山、波、雲等） 

 ②建物、鳥居等 

 ③地球、太陽、星等（極度に抽象化されたものは除かれ、抽象に入れます。） 

 ④大陸の鳥瞰図（日本列島、アフリカ大陸等）、絵地図、地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１１６３３７１号 

包装用缶 

 

登録第１１３７０６７号 

包装用缶 

 

登録第１１３５５９５号 

包装用箱 

 

登録第１１５０１８１号 

包装用箱 

 

登録第１０９０４４５号 

包装用箱 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＡＦ 抽象模様付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 
Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 
Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 
Ｃ０－１２ 小物整理皿 
Ｃ３－３７００ ごみ箱 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 
Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
Ｆ２－１２５ インクつぼ 
Ｇ１－５００ 運搬用容器等 
Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、②包装用容器に抽象模様が施されているものについて付与しま

す。 

 

２． 抽象模様に含まれるもの 

①文字、紋様 

②スターマーク 

③のしのリボン（水引のような様式化された模様） 

④液体、水滴 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与

されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１Ａ代（Ｆ４－７１１Ａ模様付き、Ｆ４－７１１ＡＡ植物模様付き～Ｆ４－７１１ＡＦ抽象模様 

  付き）とは、重複して付与されることはありません。 

 

２．模様の付与ルール 

 ①包装用容器に施されている模様の主体となる模様を中心として付与します。 

 ②主体となる模様が同率の場合は、上位Ｄタームを優先して付与します。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には上位Ｄタームを優先

して付与します。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き  

ＡＤ 器物模様付き  

ＡＥ 風景模様付き  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  

 

登録第１１４８２９７号 

包装用箱 

 

登録第１１５１５５６号 

包装用箱 

 

登録第１１６３９９５号 

商品包装容器 

 

登録第１１４８９３３号 

包装用箱 

 

登録第１１０５９８０号 

包装用箱 

 

登録第１１４９９１４号 

包装用箱 

 

登録第１１４４４５９号 

包装用容器 

 

登録第１２５２４６９号 

包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＢＡ 開口部開放 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 

Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 

Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 

Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体形） 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 

Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
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D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

  
D RM  

定義（図例必須） 

１． 直方体型にあって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用容器（押

出 

  しチューブ容器）に属さないもののうち、②包装用容器の閉じた状態において、なお容器部の内容物を

出 

  し入れするための開口部にふた等が無く開放されているものについて付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    なお、容器の一部に裏側に筒抜ける穴及び直接収納する容器部の表面の一部に内部が見えるよう 

   な穴又は容器部の表面の一部に内部が見える透明シートで覆われた透視する窓を外郭の形状に有

し 

   ているものについては、ここには含まれず、Ｆ４－７１１Ｄ包装用容器（窓部あり）に付与されます。 

使用時には、蓋があると思われる容器であっても、蓋なしの状態で表されている場合はこのＤターム

を 

付与します。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１、 Ｆ４－７１０Ｄ（窓部あり）との関係 

   容器の一部に裏側に筒抜ける穴及び直接収納する容器部の表面の一部に内部が見えるような穴又 

  は容器部の表面の一部に内部が見える透明シートで覆われた透視する窓を外郭の形状に有している

も 

  のについては、ここには含まれず、Ｆ４－７１０Ｄ包装用容器（窓部あり）に付与されます。 

登録第１０７２１６９号 

包装用容器 

 

登録第１１８７１０５号 

包装用缶 

 

登録第１０６６６８７号 

包装用容器 
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D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． この分類に係る他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付

与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１ＢＡ（開口部開放）、Ｆ４－７１１ＢＢふた付き、Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

  た）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から１つだけ 

  必ず付与します。 

 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わ

せた意匠には    

          を付与する。 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式ふた） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式ふた） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＢＢ ふた付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体形） 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
   

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 
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Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもの（以下のＤターム、Ｆ４－７１１ＢＢＡ蝶

番式ふた、Ｆ４－７１１ＢＢＢ分離式ふた、Ｆ４－７１１ＢＢＣスライド式ふたに付与されるものを除きます。）

に付与します。 

２． 「ふた付き」に中には、蓋（被せ蓋のように容器部と分離できるものに限らず、ヒンジ式の容器部と連接さ

れているものも含みます。）、キャップ、栓、王冠などが含まれます。 

 そして、「ふた」は、包装用容器において、内容物そのものあるいは内容物を出し入れする開口部を覆

うことによって、単に密閉するだけでなく、内容物の出し入れに際し、開口部の開閉を繰り返したり、容器

部と組み立てられたり、組み合わされたりして、内容物を保護する働きをもつものです。 

   なお、①包装用缶にみられるタブが付いた蓋（プルトップ式蓋）は、スコア（切込み）に沿って開けられる 

  が、開閉を繰り返したり、組み合わされたりしているものではないので、「ふた」の定義には該当しにくい 

  が、通常業界では蓋として取り扱われていて、特徴的形態をしてＤターム付与にあって抽出効果が期待 

  できますので、「ふた」の定義に含め、一律Ｆ４－７１１ＢＢふた付きに付与することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   また、②開口部が薄いシール状のものに覆われているものも「ふた付き」とし、シール状のふたの全体 

  が剥がされるものと一部接着されているものとがありますが、外観上区別が不可能で、使用の状態にこ 

  とさら違いがないことから、一律Ｆ４－７１１ＢＢふた付きに付与することとします。 

登録第１１８１０９３号 

飲料用容器 

 

登録第１０７９６８５号 

包装用箱 
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３． その他、このＤタームに付与されるものの例 

① 以下のＤターム（Ｆ４－７１１ＢＢＡ蝶番式ふた、Ｆ４－７１１ＢＢＢ分離式ふた、Ｆ４－７１１ＢＢＣスライド

式ふた）と異なる構造形式をもつもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       注、箱の上部に棒がかんぬきのように配置され、 

                         これを抜き差しして開閉する構造 

 

② 異なる構造形式のものが組み合わされているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 注、キャップを外してもふたを開けてもよい。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．「ＢＢ（ふた付き）」に含まれないものの例 

① 包装用箱のジッパー（ミシン目）を切り裂いて開口するもの 

例えば、以下に示すものはＦ４－７１１ＢＢＡ「ふた付き（蝶番式ふた）」を付与する。 

登録第１０８１１２２号 

包装用容器 

 

登録第１１６１２２１号 

包装用箱 

 

登録第１０６６６３１号 

包装用箱 

 

登録第１０６４８７６号 

包装用缶 

 
 

登録第１１３５１８４号 

包装用箱 

 

登録第１１０６１８２号 

包装用箱 
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７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１ＢＡ（開口部開放）、Ｆ４－７１１ＢＢふた付き、Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

  た）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から１つだけ 

  必ず付与します。  

 

２． Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた 

  付き（スライド式）とは、ふたの構造形式が、蝶番式ふた（Ｆ４－７１１ＢＢＡ）、分離式ふた（Ｆ４－７１１ＢＢ 

  Ｂ）、スライド式ふた（Ｆ４－７１１ＢＢＣ）であれば、Ｆ４－７１１ＢＢふた付きに優先して付与され、該当しな 

  い構造形式のものあるいは異なる構造形式のものとが組み合わされて用いられている場合には、Ｆ４ 

  －７１１ＢＢが付与されます。 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１１

ＢＡを除いて、複数組み合わせ

た意匠にはＦ４－７１１ＢＢが付

与されます。 

           

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用箱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体形） 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
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Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用 

  容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式が蝶番式である 

  ものに付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１７９３２４号 

包装用容器 

 

登録第１１６２６７０号 

包装用容器 

 

登録第１１０７９７３号 

包装用箱 

 

登録第１１４８４１７号 

包装用箱 

 

登録第１０６７９３９号 

包装用箱 

 

登録第１１６３８１３号 

包装用箱 

 

登録第１１１９８２０号 

包装用箱 

 

登録第１０７８８０３号 

エアーコンディショナー用包

装用箱 
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   なお、包装用箱において、糊しろ部分あるいは蓋（フラップ部分）が接着している状態のものは、糊を 

   はがした状態で蓋として利用されることはあっても、接着されていることから、密封されている状態のも 

   のであって、蓋が無い状態です。ただし、接着されているのかふた付きなのか判別できないもの、又は 

   明らかに接着され密封されているものと判断されるもの以外のもので、蓋の構造形式が蝶番式ふた以 

   外と示されている場合を除き、蝶番式ふたに付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１ＢＡ（開口部開放）、Ｆ４－７１１ＢＢふた付き、Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

  た）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から１つだ 

  け必ず選択して付与します。 

 

２． Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）とは、ふたの構造形式に 

  より各々に付与し、いずれにも該当しない構造形式のふたあるいは蝶番式ふたとその構造形式が異な 

  る形式のふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７１１ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１１

ＢＡ（開口部開放）を除いて、複

数組み合わせた意匠にはＦ４－

７１１ＢＢが付与されます。 

           

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢ ふた付き（分離式） 

ＢＣ ふた付き（スライド式） 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱   

 

登録第１１２１７４５号 

包装用箱 

 

登録第１１８１１０７号 

包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＢＢＢ ふた付き（分離式） 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 

Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 

Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 

Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 

Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体形） 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 

Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
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Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

  
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式が分離式であるも

のに付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   なお、蓋部が容器を兼ねている場合、雌雄が特定できるものについては、一方を容器部、他方を蓋部 

  として、分離式ふたとします。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

使用時には、蓋があると思われる容器であっても、蓋なしの状態で表されている場合はこのＤタームを付

与しません（ＢＡを付与します）。 

D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１ＢＡ（開口部開放）、Ｆ４－７１１ＢＢふた付き、Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

  た）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から１つだ 

  け必ず付与します。 

 

２． Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）とは、ふたの構造形式に 

  より各々に付与し、いずれにも該当しない構造形式のふたあるいは分離式ふたとその構造形式が異な 

  る形式のふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７１１ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 

 

登録第１１７５２９４号 

包装用缶 

 

登録第１１２６２５７号 

包装用箱 

 

登録第１１００７３１号 

包装用容器 

 

登録第１１０８９３３号 

包装用容器 

 

登録第１０７１４８１号 

包装用容器 

 

登録第１０８０５２６号 

包装用缶 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１１Ｂ

Ａ（開口部開放）を除いて、複数

組み合わせた意匠にはＦ４－７１

１ＢＢが付与されます。 

           

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 

ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器 菓子包装用容器 

ぶどう包装用箱 絵の具包装用箱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ ＢＢＣ ふた付き（スライド式） 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用箱 

Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 

Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＢ 一  包装用容器（直方体形・動物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＣ 一  包装用容器（直方体形・人物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＤ 一  包装用容器（直方体形・器物模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 

Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体型） 

Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 

Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 

Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 

Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②ふた付きのもので、ふたの構造形式がスライド式で 

  あるものに付与します。 

２．スライド式ふたとは、容器部の開閉にあたって、開口部又は開放部をスライドさせながら覆うことができる 

  蓋の構造をもつものです。その中には、引き出しのように容器とふたを兼ねて容器部が引き出されるも 

  のも最終的にはスライドして密閉されることから、スライド式ふたに含めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１０６８１５８号－１ 

包装用容器 

 

登録第１１０６７０１号 

包装用容器 

 

登録第１０６８０２３号 

包装用箱 

 

登録第１０８２８２６号 

包装用容器 

 

登録第１１８１９９８号 

ネイルストーン用収納ケース 

 

登録第１１４４１４０号 

包装用箱 

 

登録第１１４４１３９号 

包装用箱 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． 他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

    ただし、Ｆ４－７１１ＢＡ（開口部開放）、Ｆ４－７１１ＢＢふた付き、Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふ 

  た）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＣふた付き（スライド式）の中から１つだ 

 け必ず付与します。 

 

２． Ｆ４－７１１ＢＢＡふた付き（蝶番式ふた）、Ｆ４－７１１ＢＢＢふた付き（分離式）とは、ふたの構造形式によ 

  り各々に付与し、いずれにも該当しない構造形式のふたあるいはスライド式ふたとその構造形式が異な 

  る形式のふたとが組み合わされている場合には、Ｆ４－７１１ＢＢ（ふた付き）が優先して付与されます。 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームのうち、Ｆ４－７１１

ＢＡ（開口部開放）を除いて、複

数組み合わせた意匠にはＦ４－

７１１ＢＢが付与されます。 

           

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式） 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用缶 包装用箱 

食品包装用容器   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｃ 取手付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 
Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体型） 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体型） 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｇ１―５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
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定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用容器として持ち運びができる取手がついてい

るものに付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１．係止するための穴は、取手とは取り扱いません。 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｂ代、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用缶 包装用箱 

トイレ便座用包装用容器   

 

登録第１１６４６０２号 

ブースターケーブル包装

ケース 

 

登録第１０６６６８７号 

包装用容器 

 

登録第１１６３２３１号 

包装用箱 

 

登録第１１０７６７４号 

トイレ便座用包装用容器 

 

登録第１０８２３３１号 

包装用箱 

 

登録第１１７８６４９号 

包装用箱 

 

登録第１１２４８６０号 

包装用箱 

 

登録第１１４３８０６号 

包装用箱 

 

登録第１０６４８７６号 

包装用缶 

 

登録第１１５４２８１号 

包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｄ 窓部有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 
Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体型） 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

2 

 
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、下位に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用容器の閉じた状態において、直接収納する容 

  器部の表面の一部に内部が見えるような穴又は容器部の表面の一部に内部が見える透明シートで覆わ 

  れた透視する窓を外郭の形状に有しているものについて付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    なお、以下のものは窓部に含まれません。 

① 単に掛けるためや閉じるための小さな穴（容器本来の創作とは異なり、単に機能的に通常用いられ 

  る程度の小さな穴）や底面に隠れて見えない小さな穴など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

② 持ち運びするためや引き出すための取手の穴。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③紐、細幅テープ、ベルト等によってできる取手の輪は、窓部とは取り扱いません。 

登録第１１４２８７６号 

包装用容器 

 

登録第１１８１５６３号 

靴包装用箱 

 

登録第１１６４６０２号 

ブースターケーブル包装

ケース 

 

登録第１１４５２７７号 

包装用箱 

 

登録第１１７２４１３号 

包装用容器 

 

登録第１１４２５５３号 

包装用箱 

 

登録第１０５６７９３号 

包装用箱 

 

登録第１０９０４４５号 

包装用箱 
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    ④容器が組み立てられる際に生じる隙間の空間は、窓部とは取り扱いません。 

       図例は、Ｆ４－７１０Ｄ包装用容器（窓部有り）参照 

 

    ⑤容器部を覆う面が一部ではなく、全体が透明になっているものは、透視窓とはしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ジッパー（ミシン目）が施されている状態のものは、窓部では有りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｂ代、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用缶 包装用箱 

   

 

登録第１１４９５４８号 

包装用箱 

 

登録第１０６０４１９号 

包装用箱 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｅ 折曲げ組立て式 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
   

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称または物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用箱として以下（１）（２）（３）のような構造をも

ち、一枚の紙や板紙の材料を糊付けがなされずに折り組み立てられる箱、又は、一部サイドに糊付けが

なされていたとしても、開口部に糊付けが無く、折り畳まれた平面的な状態（一枚の板状になるというこ

とではなく、折り畳まれて重ねられて平面的な状態になるもの。）からそのまま組み立てることができる

箱（逆に立体的な状態から平面的な状態へと戻すこともできる。）について付与します。 

 

なお、折曲げ組立式であることが、願書及び願書添付の図面の記載に明確に示されていない場合や 

不明で確認できない場合は、Ｆ４－７１Ｅ（折曲げ組立式）には含めません。逆に、明確に示されている 

場合、すなわち、①すでにロック式や差込式の特徴を有して明確に組立式であることが示されている場 

合や②使用状態図等を提出して折り畳んだ平面的な状態を示している場合、③展開図等から折り畳ん 

だ状態として使用されることが類推できる場合に限って、折曲げ組立式に含めることになります。 

 

（１） ロック式 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１０９０５６９号 

包装用箱 

 
 

注、両側の内側のかみ

合わされている部分 
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（２） 差込式 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） オートボトム式 

 

 

 

 

２． その他含まれるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１５６７５８号 

包装用箱 

 

登録第１１４２０９３号 

包装用箱 

 
  

登録第１１０４６５６号 

包装用箱 

      

 
  

登録第１１８２８４４号 

包装用箱 

 

登録第１０７８８０３号 

エアーコンディショナー用

包装用箱 

 

登録第１０６７９４１号 

包装用箱 

 

登録第１１４８４１７号 

包装用箱 

 
 

登録第１１０７９７０号 

包装用箱 

 

  

注、真ん中の左側面図の 

部分が内側に折り曲げられる。 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを組み合わせた意

匠には 

Ｆを付与する。 

Ｆ 巻締め部あり 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用箱 エアーコンディショナー用包装用箱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｆ 巻締め部有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体型） 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

  
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②包装用缶として二つの部材を結合する巻締め構造を

有するものについて付与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
登録第１１７５２９４号 

包装用缶 

 

 

登録第１１０９１５４号 

包装用缶 

 
 

登録第１０６４８７６号 

包装用缶 

 

登録第１０８０５２６号 

包装用缶 

 

登録第１０８９１４２号 

包装用缶 
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７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを組み合わせた意

匠には    

       Ｆ を付与する。 

Ｅ 折曲げ組立式 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用缶   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｇ 縦長型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用缶、包装用箱 
Ｆ４－５０Ｂ 一 包装用容器（直方体形） 
Ｆ４－５０ＢＡ 一 包装用容器（直方体形・植物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＢ 一 包装用容器（直方体形・動物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＣ 一 包装用容器（直方体形・人物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＤ 一 包装用容器（直方体形・器物模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＥ 一 包装用容器（直方体形・風景模様付き） 
Ｆ４－５０ＢＦ 一 包装用容器（直方体形・抽象模様付き） 
Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５１０Ｂ 一 包装用瓶（広口） 
Ｆ４－５１０ＢＡ 一 包装用瓶（広口・模様付き） 
Ｆ４－５１０ＢＢ 一 包装用瓶（広口・矩形） 
Ｆ４－５１０ＢＢＡ 一 包装用瓶（広口・矩形・模様付き） 
Ｆ４－５１１ 一 提げ手付き包装用瓶 
Ｆ４－５１１Ａ 一 提げ手付き包装用瓶（模様付き） 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５２Ｂ 一 包装用缶（直方体形） 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５３０Ｂ 一 包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 
Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 
Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 
Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 
Ｆ４－５３２Ａ 一 陳列型包装用箱（ふた折返し表示型） 
Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
Ｆ４－５３３ 一 有孔型包装用箱 
Ｆ４－５３３Ｂ 一 有孔型包装用箱（直方体形） 
Ｆ４－５３３ＢＡ 一 有孔型包装用箱（直方体形・模様付き） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ０－１１２ 装身具整理用具 

Ｃ０－１２ 小物整理皿 

Ｃ３－３７００ ごみ箱 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｃ４－２４ ティッシュペーパー容器等 
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Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｃ５－４５１０ 漬物調理用容器 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｇ１－５００ 運搬用容器等 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０（押出し

チューブ型）に含まれないもののうち、さらに②立体を把握する際に、包装用容器の閉じられた状態に 

  おける全体形状（直接収める容器部分に限らず、全体の形状）が、次項の「縦長型」の定義に該当する 

  場合に付与されます。 

 

２．包装用容器（直方体型）における「縦長型」とは、以下によって判断します。 

① 包装用容器に天地（通常の使用状態、開蓋状態、取手の位置、模様の態様、安定性等を総合して、

天地を判断します。）、があれば、その方向を縦方向として、正面視における横幅に対して高さが２倍

以上あるものを縦長型とします。 

② 天地が無い場合は、立体を把握する際に縦、横、高さの要素に分け、その三要素のうち最小比率の

部分を除き、他の二つの比率において、２倍以上の差を有するものを縦長型とします。 

③ 天地が明確でない場合は、縦長型には含めません。 

 

     なお、全体形状の中には、形が崩れる柔らかい材質で作られる紐、ベルト等の取手は、含まれませ 

    ん。 

 

 目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    横幅対高さ １．５８倍     横幅対高さ １．７７倍     横幅対高さ ２．００倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    横幅対高さ                       横幅対高さ 

                     ２．１０倍                        ２．２６倍 

 

登録第１１６２７１９号 

包装用箱 

 

登録第１０９０１７５号 

包装用箱 

 

登録第１１２５６０８号 

包装用箱 

 

登録第１１３７９８８号 

包装用容器 

 

登録第１１５６８１５号 

包装用容器 
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３．その他含まれるものの例 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． このＤタームには、以下に分類されるＦ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用容器（押出し

チューブ型）が優先して付与され、それに該当しない包装用容器のうち、全体形状が直方体型のもの 

  で、かつ、縦長のものが入ります。 

 

２． 他のＤターム（Ｆ４－７１１Ａ代、Ｂ代、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 食品包装用容器  

 

登録第１１４３８０６号 

包装用箱 

 

登録第１１８７１０５号 

包装用缶 

 

登録第１１０８９３２号 

包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１１ Ｈ 上部屋根型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５３０Ｄ 一 包装用箱（上部屋根型） 

Ｆ４－５３０Ｅ 一 包装用箱（模様付き） 

Ｆ４－５３１ 一 提げ手付き包装用箱 

Ｆ４－５３１Ｂ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形） 

Ｆ４－５３１ＢＡ 一 提げ手付き包装用箱（直方体形・模様付き） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

１． ここには、直方体型であって、以下に分類される①Ｆ４－７１２包装用容器（円柱型）～Ｆ４－７７０包装用

容器（押出しチューブ型）に属さないもののうち、②天地を有して（通常の使用状態、開蓋状態、取手 

  の位置、模様の態様、安定性等を総合して、天地を判断します。）、その上部の形状を屋根型にしたもの 

  に付与します。 

 

２． 屋根型の中には、頂部に水平部が無く、傾斜面（平面による傾斜面のみ）だけで構成されるもの、すなわ 

  ち、切妻屋根タイプ（中央の棟から斜面が二方向に下がっているもの。）、寄棟屋根タイプ（妻側と平側の 

  面が、斜めに突き出た角度で互いに接するような斜面になっているもの。）、方形屋根タイプ（ピラミッド状 

  の寄棟屋根）の構造形式をもつものについて付与します。したがって、牛乳や酒等の液体を密封する形 

  式に限らず、棟の側面が貫通していてもよく、また、板状の棟部が取手を兼ねていたとしても、屋根の構 

  造形式の要素を有していれば、付与されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録第１１７７５１９号 

包装用容器 

 

登録第１１０８９３３号 

包装用容器 

 
 

登録第０９４７６１号 

包装用箱 

 

登録第１１４４４５９号 

包装用容器 

 

登録第１０４８２６２号 

包装用容器 

 

登録第１０９０４４５号 

包装用箱 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

１． 屋根型に含めないものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．他のＤターム（Ｆ４－７１Ａ代、Ｂ代、Ｃ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ）とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用箱  

   

 

登録第１０９８１０６号 

包装用容器 

 

登録第１１６２４８０号 

包装用箱 

 

登録第１０４８７５０号 

包装用容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１２ 包装用容器（円柱型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｃ 全 包装用容器（円柱型） 

Ｆ４－５０ＣＡ 全 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＢ 全 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＣ 全 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＤ 全 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＥ 全 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＦ 全 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０ＢＣ 全 包装用瓶（広口・円形） 

Ｆ４－５１０ＢＣＡ 全 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＢＤ 全 包装用瓶（広口・コップ型） 

Ｆ４－５１０ＢＤＡ 全 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ｃ 全 包装用缶（円柱形） 

Ｆ４－５３０Ｃ 全 包装用箱（円柱形） 

Ｆ４－５５ 一 包装用たる 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ６－３２０ 調理用切削器及び調理用粉砕器 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱 包装用かご 包装用たる 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

器物模様に含まれるもの 

・ 食物（植物、動物の原材料の原形をとどめているものを除く。例：コーヒー豆→植物模様等 

・ 各種道具、機械器具、乗り物 

・ 金銭、紙幣、犬小屋、巣箱 

除くもの 

・ 建物、一般に風景と一体化した建物が多いので、全て風景に入れる 

・文字、抽象紋様（→抽象に入れる）、雪の結晶 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＦ 抽象模様付き 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
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 2

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

抽象模様にふくまれるもの 

・文字、紋様 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

ＡＡ 植物模様付き 

ＡＢ 動物模様付き 

ＡＣ 人物模様付き 

ＡＤ 器物模様付き 

ＡＥ 風景模様付き 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１２ ＢＡ 開口部開放 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｃ 一 包装用容器（円柱型） 

Ｆ４－５０ＣＡ 一 包装用容器（円柱型・植物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＢ 一 包装用容器（円柱型・動物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＣ 一 包装用容器（円柱型・人物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＤ 一 包装用容器（円柱型・器物模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＥ 一 包装用容器（円柱型・風景模様付き） 

Ｆ４－５０ＣＦ 一 包装用容器（円柱型・抽象模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０ＢＣ 一 包装用瓶（広口・円形） 

Ｆ４－５１０ＢＣＡ 一 包装用瓶（広口・円形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＢＤ 一 包装用瓶（広口・コップ型） 

Ｆ４－５１０ＢＤＡ 一 包装用瓶（広口・コップ型・模様付き） 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５２Ｃ 一 包装用缶（円柱形） 

Ｆ４－５３０Ｃ 一 包装用箱（円柱形） 

Ｆ４－５５ 一 包装用たる 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ６－３２０ 調理用切削器及び調理用粉砕器 
D RM  

定義（図例必須） 

Ｆ４－７１２の定義に含まれるもののうち、包装容器の閉じた状態において、なお容器部の内容物を出し入

れするための開口部にふた等が無く開放されているもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

容器の表面の一部に内容物が見えるような孔、または、表面の一部が内容物が見えるような透明部となっ

ているものはこのタームを付与しない。 
 

D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

ＢＡ～ＢＢＣの中から１つだけ必ず付与する。 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式） 

ＢＢＣ ふた付き（プルトップ式） 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶  

 

登録１１７６３２４号 
包装用容器 

 

登録第１２８３４２９号 

包装用びん 

 

登録 1２５２２０７号 
包装用缶 
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 2

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

開口部が薄いシール状のものに覆われているものも「ふた付き」とする。 

蝶番式ではない抽出口が蓋部に設けられていて、取り外すことなく使用されるものはここに含まれる。 

ＢＡ～ＢＢＣの中から１つだけ必ず付与する。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢＡ ふた付き（蝶番式） 

ＢＢＢ ふた付き（分離式） 

ＢＢＣ ふた付き（プルトップ式） 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶  
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

蝶番式のふたを基本とするが、一部が開口して用いられるふたの開口部が、蝶番以外の方法で、分離せず

容器（ふた本体）に系止されているものも含む。 

 

ちょう‐つがい【蝶番】テフツガヒ 

＃開き戸・蓋などに用いる金具。両片から成り、一片は枠に、他片は戸などにうちつけて開閉できるようにす

るもの。ちょうばん。「―が外れる」 広辞苑第五版 

 

ＢＡ～ＢＢＣの中から１つだけ必ず付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＢＡ 開口部開放 

ＢＢ ふた付き 

ＢＢＢ ふた付き（分離式） 

ＢＢＣ ふた付き（プルトップ式） 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶  
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｅ 全 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡ 全 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 全 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
８ 

定義 

「カップ型」とは、紙、パルプ、プラスチック、アルミニウムなどの材料で作られ、①比較的肉厚が薄く一定して

おり（補強リブや折り重ねられていている部分があってもよい。）、②容器本体の上方が広く開放され（側壁

に傾斜を有しています。）、③容器本体の全体形状における高さが平面視最短の幅（縁を除く。）に対して二

分の一以上とします。 

模様付きにはＦ４－７１３A、ふた付きにはＦ４－７１３BB、取手付きにはＦ４－７１３C、円錐台型にはＦ４－７１

３J、浅底型にはＦ４－７１３K を付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

Ｆ４－７１８（具象型）を除いたＦ４－７０～Ｆ４－７７９の分類に優先する。 

カップ型の成形包装用容器、包装用箱等を含む。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 飲食用容器 食品包装用容器 

 

登録１１５９９３５号 
包装用容器 
Ｆ４－７１３Ｊ 

 

登録１１４８７４０号 
包装用容器 
Ｆ４－７１３Ａ、７１３Ｊ 

 

登録１１５１６０５号 
包装用容器 
Ｆ４－７１３ＢＢ、７１

３Ｊ 

 

登録１１３５７５２号 
包装用容器 
Ｆ４－７１３ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１３ Ａ 模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｅ 一 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

各種カップ形をした包装用容器のうち、模様付きのものを含む。 

「模様」には、単なる凹凸模様のみのものは含まない。ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃

淡が施されている場合は、模様とする。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  

登録１０７１１２５号 

包装用容器 

 

登録１０８３３５０号 

包装用容器 

 

登録１１５１７61 号 

包装用容器 

 

登録１０８５０７０号 
包装用容器 

 

登録１１６３９８０号 
包装用容器 

 

登録１１４８７３４号 
包装用容器 
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過去に分類した物品の名称 

包装用容器 飲食用容器 食品包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１３ ＢＢ ふた付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｅ 一 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

各種カップ形をした包装用容器のうち、ふた付きのものを含む。 

開口部が薄いシール状のものに覆われているものも、ふた付きに含む。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 飲料用容器 食品用包装容器 

   

 

登録１１５０９６１号 
包装用容器 

 

登録１１５１６０５号 
包装用容器 

 

登録１１４０６７４号 
包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１３ Ｃ 取手付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｅ 一 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

各種カップ形をした包装用容器のうち、取手付きのものを含む。 

 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 飲料用容器 食品用包装容器 

   

 

登録１０５７６３６号 
飲料用容器 

 

登録１０８３５６３号 
飲料用容器 

 

登録８２７１２３号 
包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１３ Ｊ 円錐台型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ＥＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

各種カップ形をした包装用容器のうち円錐台型のものを含む。 

円錐台型とは、底から開口部までの全ての水平方向の断面形状が、円形（略円形状のものも含む）である

ものを言う。 

 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 食品用包装容器  

   

 

登録１１６３９８０号 
包装用容器 

 

登録１０７２６４７号 
包装用容器 

 

登録１１４８７３４号 
包装用容器 

 

登録１０８５０７０号 
包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１３ Ｋ 浅底型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｅ 一 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型） 

Ｆ４－５０ＥＡＡ 一 包装用容器（円錐台カップ型・模様付） 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

各種カップ形をした包装用容器のうちのものを含む。 

浅底型とは、容器の高さよりも直径の方が大きい物をさす。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

開口部に大きな縁が付いている場合、平面視において縁を除いた最短の幅と高さを比べて、浅底型か否か

の判断をする。 

ふた付きの場合は、本体（蓋なし）の高さ及び開口部幅から判断をする。 

ここには、高さと開口部幅が１：１～１：２までのものを含み、それ以上のものについては、Ｆ４－７１４０～Ｆ４

－７１４３（トレー型）に分類する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 食品用包装容器  
 

登録１１４８７３４号 
包装用容器 
 

 

登録１０８５０７０号 
包装用容器 

登録１１６３９８０号 
包装用容器 
 

 

登録１１５２４２８号 
包装用容器 
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１４０ 包装用容器（トレー型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 

  

  

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  

  

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用皿 包装用箱 

包装用缶 包装用かご  
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８ 

定義 

１．「トレー型」とは、紙、パルプ、プラスチック、アルミニウムなどの材料で作られ、①比較的肉厚が薄く一

定しており（補強リブや折り重ねられていている部分があってもよい。）、②容器部の上方が広く開放され

（側壁に傾斜を有しています。）、③ふたがない浅い容器（容器の全体形状における高さが平面視最短

の横幅に対して二分の一未満）とします。ただし、分離される蓋や容器部と連接して折り畳まれる蓋部を

有していても、容器部が上記の条件を満たす場合は、含めることとします。 

なお、以下に分類されるＦ４－７１５包装用容器（卵容器型）～Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）

に含まれるものは除かれます。 

２．この分類に含まれるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録１１８８８０４号 
包装用容器 

登録１１８８３２７号 
包装用容器 

登録１１８６０４６号 
包装用容器 

登録第１１７３６５９号 

包装用箱 

 

登録第１１６２８２０号 

包装用箱 

 

登録第１１２７７６３号 

包装用容器 

 

登録第１３９７４６６号 

包装用容器
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３．この分類に含まれないものの例 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．Ｃ５－３２００食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱等との関係 

① 反復の使用に適した堅牢な容器は、Ｃ５－３２００食品用ふた物に付与し、使いきりの比較的簡易な 

  容器は、Ｆ４－７代の包装用容器等に付与します。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「飲食用容器「「食品用保存容器」「弁当用容器」の記載は、Ｃ５－３２００に入ります。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用弁当容器」「弁当用包装容器」「包装用弁 

  当箱」のように包装用と特定できるもの、又は、願書の「意匠に係る物品の説明」の記載において、使 

    い捨てである旨等の説明により包装用と特定できるものについては、Ｆ４の包装用とします。 

 

２．Ｆ４－７１３包装用容器（カップ型）との関係 

容器の全体形状において、高さが平面視最短の横幅に対して二分の一未満の浅い容器の場合に、Ｆ４

－７１４０包装用容器（トレー型）等に含め、高さが二分の一以上を有する容器の場合は、Ｆ４－７１３包

装用容器（カップ形）に含めます。 

なお、ふた付きの場合は本体（蓋なし）の高さ及び直径から判断します。 

 

３．Ｆ４－９１１００包装用枠との関係 

① Ｆ４－９１１００包装用枠とは、包装用容器の内部に用いられ、直接内容物を保持するためのもので、単

独で容器として使用することができないものです。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「 ～ 用枠」となっている場合は、Ｆ４－９１１００包装用枠に分類され、「 ～ 用容器」となっている場合

は、Ｆ４－７代に分類されます。 

 

４．Ｆ４－９２１包装用緩衝具との関係 

① Ｆ４－９２１包装用緩衝具とは、商品の包装にあたって、商品と容器との間の衝撃を、吸収、緩和するた 

  めのもので、直接緩衝具自体で商品を保護しようとするものではありません。 

 ②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． この分類には、以下に分類されるＦ４－７１４１包装用容器（トレー型・内部仕切あり）～Ｆ４－７７０（押出

しチューブ型）が優先して付与され、ここでは除かれます。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿 包装用箱  

 

登録第１１０８１３０号 

包装用箱 

 

登録第１１６１８５５号 

食品包装用かご 

 

登録第１１３５３９６号 

ブースターケーブル包装用

ケース 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４０ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４０包装用容器（トレー型）に該当するもののうち、模様が付されているものに付与されます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。 ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、 

  模様として取り扱います。 

 

２．このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－７１４０ＢＢふた付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  

登録１１７９１２２号 包装用容器 登録１１８８８１７号 包装用容器 登録１１８８３２８号 包装用容器 
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９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿 包装用箱  
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４０ ＢＢ ふた付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４０包装用容器（トレー型）に該当するもののうち、ふた付きのものに付与されます。 

   なお。ふた付きの中には、容器部の上部を薄い紙でヒートシールされ覆われているものも含めます。 

２．このＤタームに付与されるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－７１４０Ａ模様付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 

登録１１８６５６２号 包装用

容器 
登録第１１２７７６３号 

包装用容器 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿 包装用箱  
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１４１ 包装用容器（トレー型、内部仕切り有り） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用皿 包装用缶 

包装用箱 包装用かご  
８ 

定義 

１． 包装用容器（トレー型）にあって、以下に分類されるＦ４－７１４２包装用容器（トレー型・内部仕切り規則

配列）～Ｆ４－７７０（押出しチューブ型）が除かれるもののうち、容器部の内部に内容物を分けるための

仕切りが設けられ、かつ、その仕切による凹部が以下に分類されるＦ４－７１４２包装用容器（トレー型・

内部仕切り規則配列）の規則的なもの以外のものである場合に付与されます。 

２． この分類に含まれるものの例 

 収容物が交じり合わないよう、①凹部による室を二つ以上形成したもの、または 
 ②壁状の仕切りによって遮へいされた室を有するもの、が含まれます。 

登録１１８８０６０号 
包装用容器 

登録１１８３８１０号 
包装用容器 

登録１１８８３１０号 
包装用容器 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．Ｃ５－３２００食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱等との関係 

① 反復の使用に適した堅牢な容器は、Ｃ５－３２００食品用ふた物に付与し、使いきりの比較的簡易な 

  容器は、Ｆ４－７代の包装用容器等に付与します。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「飲食用容器「「食品用保存容器」「弁当用容器」の記載は、Ｃ５－３２００に入ります。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用弁当容器」「弁当用包装容器」「包装用弁 

  当箱」のように包装用と特定できるもの、又は、願書の「意匠に係る物品の説明」の記載において、使 

    い捨てである旨等の説明により包装用と特定できるものについては、Ｆ４の包装用とします。 

 

２．Ｆ４－９１１００包装用枠との関係 

① Ｆ４－９１１００包装用枠とは、包装用容器の内部に用いられ、直接内容物を保持するためのもので、単

独で容器として使用することができないものです。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「 ～ 用枠」となっているばあいは、Ｆ４－９１１００包装用枠に分類され、「 ～ 用容器」となっている場

合は、Ｆ４－７代に分類されます。 

 

３．Ｆ４－９２１包装用緩衝具との関係 

① Ｆ４－９２１包装用緩衝具とは、商品の包装にあたって、商品と容器との間の衝撃を、吸収、緩和するた 

  めのもので、直接緩衝具自体で商品を保護しようとするものでは有りません。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

 

４．仕切りについて 

 収容物の位置ずれを防ぐ程度の凹部やリブは含みません。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 以下に分類されるＦ４－７１４２包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配列）～Ｆ４－７７０（押出しチュー

ブ型）に該当すれば、先に優先して付与されます。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４１ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４１包装用容器（トレー型・内部仕切あり）に該当するもののうち、模様が付されているものに付

与されます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、模 

  様として取り扱います。 

 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｆ４－７１４１ＢＢふた付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

登録１１８６５６６号  包装用容器 登録１１５３６３１号  包装用容器 登録１１５４１０６号  包装用容器 
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このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４１ ＢＢ ふた付き 
 

 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４１包装用容器（トレー型・内部仕切あり）に該当するもののうち、ふた付きのものに付与されま

す。 

   なお。ふた付きの中には、容器部の上部を薄い紙でヒートシールされ覆われているものも含めます。 

２． このＤタームに含まれるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－７１４１Ａ模様付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

登録１１５０４４５号 
食品包装用容器 

登録１１４２４６５号 包装用容器 登録１１３５２６５号 
包装用容器 
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過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１４２ 包装用容器（トレー型・内部仕切り規則配列） 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 
Ｆ４－５２ 一 包装用缶 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 
Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 
Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 
Ｆ４－５６ 一 包装用かご 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 
Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 
Ｆ４－７１０ 包装用容器 
Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 
Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 
Ｆ４－９１１００ 包装用枠 
Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 
Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用皿 包装用缶 

包装用箱 包装用かご  

   

   
D C S  

定義 

１． 包装用容器（トレー型）にあって、以下に分類されるＦ４－７１４３包装用容器（トレー型・平面視円形型）

～Ｆ４－７７０（押出しチューブ型）が除かれるもののうち、容器部の内部に内容物を分けるための仕切り

が設けられ、かつ、その仕切りによる凹部が規則的に配列されたものに付与されます。 

   なお、規則的に配列されたものの中には、厳密な意味で規則的な配列でなくとも、略同型の小凹部を 

  多数配列し、規則性を感じさせるものも含めます。 
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２. この分類に含まれるものの例 

 収容物が交じり合わないよう、 

 ①凹部による略同形の室を二つ以上形成したもの、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 または 

 ②壁状の仕切りによって遮へいされた室が規則的に配列されたもの、が含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録１１３６７９４号 包装用容器 登録１１７８７０８号 包装用容器 

登録１１６０７７９号   
包装用箱の内容器 

登録１１７０５１０号 包装用容器 

登録１１７２５２１号 包装用容器 

登録１２０６３２１号 包装用容器 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．Ｃ５－３２００食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱等との関係 

① 反復の使用に適した堅牢な容器は、Ｃ５－３２００食品用ふた物に付与し、使いきりの比較的簡易な 

  容器は、Ｆ４－７代の包装用容器等に付与します。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「飲食用容器「「食品用保存容器」「弁当用容器」の記載は、Ｃ５－３２００に入ります。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用弁当容器」「弁当用包装容器」「包装用弁 

  当箱」のように包装用と特定できるもの、又は、願書の「意匠に係る物品の説明」の記載において、使 

    い捨てである旨等の説明により包装用と特定できるものについては、Ｆ４の包装用とします。 

 

２．Ｆ４－９１１００包装用枠との関係 

① Ｆ４－９１１００包装用枠とは、包装用容器の内部に用いられ、直接内容物を保持するためのもので、単

独で容器として使用することができないものです。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「 ～ 用枠」となっているばあいは、Ｆ４－９１１００包装用枠に分類され、「 ～ 用容器」となっている場

合は、Ｆ４－７代に分類されます。 

 

３．Ｆ４－９２１包装用緩衝具との関係 

① Ｆ４－９２１包装用緩衝具とは、商品の包装にあたって、商品と容器との間の衝撃を、吸収、緩和するた 

  めのもので、直接緩衝具自体で商品を保護しようとするものではありません。 

② 出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

 

４．仕切りについて 

 収容物の位置ずれを防ぐ程度の凹部やリブは含みません。 

 

５．運搬用容器との関係 

基本方針 

「包装用容器」…販売時に物品ごと売ってしまうもの。（Ｆ４） 

「運搬用容器」…運搬が主目的で繰り返し使用するもの。（Ｇ１－５代） 

具体的運用 

 基本的に、用途で分類する。  

① 用途説明がある場合 

説明に従って包装用か運搬用か判断する。 

（この場合、物品名と用途が矛盾していても 

用途を優先する） 

② 用途説明がない場合は物品名で判断する。 

  さらに、物品名が曖昧なときは形態で判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰
□
返
□
運
搬
□
使
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容
器
□
□
売
□ 

□
包
装
用
容
器
□ 

□
運
搬
用
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器
□ 

不
明 

曖
昧 

運搬用容器 包装用容器 

用途 

物品名 

形態 
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ただし、規則配列型のトレーは、物品の説明、物品名に関わらず、 

Ｆ４－７１４０～Ｆ４－７１４３（包装用容器（トレー型））に分類する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 以下に分類されるＦ４－７１４３包装用容器（トレー型・平面視円形型）～Ｆ４－７７０（押出しチューブ型）に

該当すれば、先に優先して付与されます。 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 
果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 
包装用容器の中皿   

 

F4-7142 
登録１１０７１０１号 
電子部品の収容容器 

F4-7142 
登録１０５６８９６号 
搬送用トレー 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４２ Ａ 模様付き 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
D RM  

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４２包装用容器（トレー型・内部仕切規則配列）に該当するもののうち、模様が付されているもの

に付与されます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、模 

  様として取り扱います。 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

Ｆ４－７１４１ＢＢふた付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   

 

登録１１２１０８９号 包装用容器 登録１１８６８８９号 包装用容器 登録１１２５４７６号 包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４２ ＢＢ ふた付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５４Ｂ 一 成形包装用容器（矩形） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４２包装用容器（トレー型・内部仕切規則配列）に該当するもののうち、ふた付きのものに付与さ

れます。 

   なお。ふた付きの中には、容器部の上部を薄い紙でヒートシールされ覆われるものも含めます。 

２． このＤタームに含まれるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－７１４２Ａ模様付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   

 

登録１１８８０３８号 
包装用容器 

登録第１１２１０８９号 

包装用容器 

登録第１１８６８８９号 

包装用容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１４３ 包装用容器（トレー型、平面視円形型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用皿 包装用缶 
 

定義 

１． 包装用容器（トレー型）にあって、以下に分類されるＦ４－７１５包装用容器（卵容器型）～Ｆ４－７７０（押

出しチューブ型）が除かれるもののうち、容器部の先端のフランジも含めて全体形状を平面視して円形に

なるものに付与されます。一部に小さな摘み片が付いていても、円形に含めます。 

   なお、明らかに楕円等のように直ちに円形と認識できないものについては、除かれます。 

 

２． この分類に含まれるものの例 

 

登録１１８３４９４号 
包装用容器 

登録１１８７４１０号 
包装用容器 

登録１１８７１０８号 
包装用容器 

登録１１８６５６７号 
包装用容器 
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３．この分類に含まれないものの例 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１．Ｃ５－３２００食品用ふた物、食品用保存瓶、弁当箱等との関係 

① 反復の使用に適した堅牢な容器は、Ｃ５－３２００食品用ふた物に付与し、使いきりの比較的簡易な 

  容器は、Ｆ４－７代の包装用容器等に付与します。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

「飲食用容器「「食品用保存容器」「弁当用容器」の記載は、Ｃ５－３２００に入ります。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用弁当容器」「弁当用包装容器」「包装用弁 

  当箱」のように包装用と特定できるもの、又は、願書の「意匠に係る物品の説明」の記載において、使 

    い捨てである旨等の説明により包装用と特定できるものについては、Ｆ４の包装用とします。 

 

２．Ｆ４－７１３包装用容器（カップ型）との関係 

   容器の全体形状において、高さが平面視最短の横幅に対して二分の一未満の浅い容器の場合に、Ｆ 

  ４－７１４０包装用容器（トレー型）等に含め、高さが二分の一以上を有して形状がカップ形（カップ形の形 

  態については、Ｆ４－７１３を参照）の場合は、Ｆ４－７１３包装用容器（カップ形）に含めます。 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 以下に分類されるＦ４－７１５包装用容器（卵容器型）～Ｆ４－７７０（押出しチューブ型）に該当すれば、先

に優先して付与されます。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   

 

登録１１８８０８５号 
包装用容器 

Ｆ4-7140 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４３ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４３包装用容器（トレー型・平面視円形型）に該当するもののうち、模様が付されているものに付

与されます。 

 なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され

た態様は含みません。ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、模

様として取り扱います。 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－７１４３ＢＢふた付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 包装用容器の中皿 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器  

 

登録１１４４４１８号 包装用容器 登録１１８６５６５号 包装用容器 登録１１５３６７６号 包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１４３ ＢＢ ふた付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器、包装用皿 

Ｆ４－５２ 一 包装用缶 

Ｆ４－５４ 一 成形包装用容器 

Ｆ４－５４Ａ 一 成形包装用容器（凹部規則配列型） 

Ｆ４－５６ 一 包装用かご 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３２００ 食品用ふた物等 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用容器 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１３ 包装用容器（カップ型） 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

Ｆ４－９１１００ 包装用枠 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

Ｆ４－９２１ 包装用緩衝具 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７１４３包装用容器（トレー型・平面視円形型）に該当するもののうち、ふた付きのものに付与されま

す。 

   なお。ふた付きの中には、容器部の上部を薄い紙でヒートシールされ覆われるものも含めます。 

 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．Ｆ４－７１４３Ａ模様付きとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  

登録１１７４９５９号 
包装用容器 

登録１１５３６７３号 
包装用容器 

登録１１７０４６１号 
包装用容器 
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９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用皿 食品包装用容器 

果物包装容器 食品包装用トレイ メモ用紙用包装容器 

包装用容器の中皿   
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１５ 包装用容器（卵容器型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｇ 全 包装用容器（卵容器型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用箱  

   
 

定義 

卵を収納するための包装用容器で容器部と蓋部の比率がほほ同じで、卵を固定するための中仕切又は凹

部を有するものを含む。 

卵容器型の成形包装容器、包装用箱等を含む。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

Ｆ４－７１８（具象型）を除いたＦ４－７０～Ｆ４－７７９に優先する。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 卵包装用容器  

   

 

登録１１３７９９９号 
包装用容器 

 

登録１１３１４１３号 
包装用容器 

 

登録１１２２２３１号 
包装用容器 

 

登録１１３００８６号 
包装用容器 

 
登録１０５８６６０号 
卵包装容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１６ 包装用容器（ソフトクリーム容器型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｆ 全 包装用容器（ソフトクリーム容器型） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用箱  

   
８ 

定義 

主に、コーンカップ入ソフトクリームを収納する包装用容器でソフトクリーム用容器の形状をしたものを含む。 

蓋及びソフトクリーム容器型の成形包装用容器等を含む。 

 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

Ｆ４－７１８（具象型）を除いたＦ４－７０～Ｆ４－７７９に優先する。 

ソフトクリーム型容器の蓋の形状は、主として上部に突出した山形であって、ねじりタイプに止まらない。 

ソフトクリーム用容器でなくても、形状が典型的なソフトクリーム用容器であれば含む。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 アイスクリーム用包装容器  

   

 

登録１１６５４９７号 
包装用容器 

 

登録１１３７９１８号 
包装用容器 

 

登録１１０４６６０号 
包装用容器 

 

登録７８５４９１号 
ゼリー菓子容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１７ 包装用容器（アンプル型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５８ 一 包装用アンプル 

Ｆ４－５０ 一 包装用容器 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用アンプル   

   

   

   
 

定義 

１． アンプルとは、医療用薬液などの液体を封入する透明なガラス製の容器で、通常、口部が溶着され封じ

られるものをいいますが、ここには、その形態と類する包装用容器も含めて付与します。 

   なお、一つのアンプル型の容器が連続してつながっているものも含めます。 

 

２． アンプル型の特徴 

  ①密封されているもの 

  ②円ないしは楕円の筒状の胴部を有するもの 

  ③胴部よりくびれて、分離される首部を有するもの 

  ④一定の形態を保つ剛性に富むもの 

 

３． この分類に含まれるものの例 

 
登録１１８９９２９号  
包装用容器 

 

登録１１４７３８９号  
包装用容器 

登録１１８０６３１号  
包装用容器 
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４．この分類に含まれないものの例 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． Ｊ７－１００医療用品等との関係 

  ①「医療用品」と取り扱われる中には、医療設備において手術、診断、治療、機能回復のために直接患 

     者に使用される医療機器、医薬品及び設備品の一部として利用される容器が含まれます。 

    一方、「包装用容器」には、医療現場で使用されることがあっても、単に内容物である薬液等を一時 

     的に保護するための、反復使用をしない使い捨てられる容器が含まれます。 

②出願にあたっては、願書の「意匠に係る物品」の欄の記載によって分類します。 

   なお、願書の「意匠に係る物品」の記載において、「包装用容器」となっていたとしても、願書の記載 

  によって医療用品として使用される旨又は願書添付の図面の「使用の状態を示す参考図」によって医 

    療用品として使用されることが明らかに特定できるものについては、Ｊ７－１００が付与されます。 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用アンプル 包装用容器  

   

 

登録１１８２３５１号 包装用容器 登録１１０４０９４号  
包装用容器 

登録１１５１０３１号 包装用容器 

登録１１３４４７６号 
包装用押し出しチューブ 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７１８ 包装用容器（具象型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０Ｄ 全 包装用容器（具象型） 

Ｆ４－５０ＤＡ 全 包装用容器（具象型・植物） 

Ｆ４－５０ＤＢ 全 包装用容器（具象型・動物） 

Ｆ４－５０ＤＣ 全 包装用容器（具象型・人物） 

Ｆ４－５０ＤＤ 全 包装用容器（具象型・器物） 

Ｆ４－５０ＤＤＡ 全 包装用容器（具象型・建築物） 

Ｆ４－５０ＤＤＢ 全 包装用容器（具象型・乗物） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
８ 

定義 

物の形状を模した容器を含む。 

模様のみで、形状として表れていないものは除く。 

 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

Ｆ４－７０～Ｆ４－７７９に優先する。 

容器や蓋について、ある程度実際の物を模した立体感があるものを含む。 

・ 蓋や容器以外のみに具象形態のものがついている場合は、ここには含まない。 

・ 舟形の折り箱や、車等表面の絵が具象的であっても、形状が具象的でないものは含まない。 

・ 果物など本来球状のものが、柱状に表されている場合は、具象形とみなさない。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 液体用瓶 

包装用箱   

  

登録１１６６１４８号 
包装用容器 
Ｆ４－７１８ 

 

登録１０８５９９９号 
包装用容器 
Ｆ４－７１８ＬＡ 

 

登録１１０２９６１号 
包装用容器 
Ｆ４－７１８ＬＣ 

 

登録１１５５０１７号 
包装用容器 
Ｆ４－７１８ＬＢ 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１８ ＬＡ 植物型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ＤＡ 全 包装用容器（具象型・植物） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 

  
 

定義（図例必須） 

植物の形状を模した包装用容器を含む。 

 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

Ｄタームについて、Ｆ４－７１８ＬＡ～ＬＤの２以上の項目に該当する場合は、主体となる形態のＤタームを優

先する。同比率の場合は上位Ｄタームを優先する。 

 

容器や蓋について、ある程度実際の物を模した立体感があるものを含む。 

蓋や容器以外のみに具象形態のものがついている場合は、ここには含まない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＬＢ 動物型 

ＬＣ 人物型 

ＬＤ 器物型 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶  

   

 

登録１０８５９９９号 
包装用容器 

 

登録１０５１８５０号 
包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１８ ＬＢ 動物型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ＤＢ 全 包装用容器（具象型・動物） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
 

定義（図例必須） 

動物の形状を模した包装用容器を含む。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

Ｄタームについて、Ｆ４－７１８ＬＡ～ＬＤの２以上の項目に該当する場合は、主体となる形態のＤタームを優

先する。同比率の場合は上位Ｄタームを優先する。 

 

容器や蓋について、ある程度実際の物を模した立体感があるものを含む。 

蓋や容器以外のみに具象形態のものがついている場合は、ここには含まない。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＬＡ 植物型 

ＬＣ 人物型 

ＬＤ 器物型 
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 化粧品包装用容器 

香水用瓶 包装用箱 包装用つぼ 

 

登録１１５５０１７号 
包装用容器 

 

登録１１０４４０５号 
包装用容器 

 

登録１０８４０２３号 
包装用容器 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１８ ＬＣ 人物型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ＤＣ 全 包装用容器（具象型・人物） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
 

定義（図例必須） 

人物の形状を模した包装用容器を含む。 

達磨、雪だるま等、擬人も含む。 

人物の一部分（例、手のみ）も含む。 

 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

Ｄタームについて、Ｆ４－７１８ＬＡ～ＬＤの２以上の項目に該当する場合は、主体となる形態のＤタームを優

先する。同比率の場合は上位Ｄタームを優先する。 

 

容器や蓋について、ある程度実際の物を模した立体感があるものを含む。 

蓋や容器以外のみに具象形態のものがついている場合は、ここには含まない。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＬＡ 植物型 

ＬＢ 動物型 

ＬＤ 器物型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 液体用瓶 

包装用箱 包装用缶 包装用つぼ 

 

登録１１５７９５９号 
包装用容器 

 

登録１１０２９６１号 
包装用容器 

 

登録１０９５９５２号 
液体用瓶 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７１８ ＬＤ 器物型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５０ＤＤ 全 包装用容器（具象型・器物） 

Ｆ４－５０ＤＤＡ 全 包装用容器（具象型・建築物） 

Ｆ４－５０ＤＤＢ 全 包装用容器（具象型・乗物） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－４３０ 容器おもちゃ 
 

定義（図例必須） 

人間が作り出した各種物品の形状を模した包装用容器を含む。 

建築物、乗物も含む。 

Ｃ 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

Ｄタームについて、Ｆ４－７１８ＬＡ～ＬＤの２以上の項目に該当する場合は、主体となる形態のＤタームを優

先する。同比率の場合は上位Ｄタームを優先する。 

 

容器や蓋について、ある程度実際の物を模した立体感があるものを含む。 

蓋や容器以外のみに具象形態のものがついている場合は、ここには含まない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＬＡ 植物型 

ＬＢ 動物型 

ＬＣ 人物型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用箱 

   

 

登録１１５７９６１号 
包装用容器 

 

登録１１３６８６０号 
時計付き菓子容器 

 

登録１１０４６４９号 
包装用容器 

 

登録１０８８７２８号 
食品用容器 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７２ 包装用容器（つり下げ型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（吊り下げ型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用台紙 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１１ 包装用容器（直方体型） 

Ｆ４－７１２ 包装用容器（円柱型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用箱 包装用容器  
８ 

定義 

１．つり下げるための穴あるいはフックを有しているものについて付与します。 

 

２．この分類に含まれるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用箱 包装用容器 商品陳列包装用箱 

写真フィルム用包装箱 電球包装用箱 テニスボール包装用ケース 

 

登録第１１０７１０９号 

包装用箱 

 

登録第１１６２４７９号 

包装用容器 

 

登録第１１４３６５０号 

包装用箱 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７２ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５３２ 一 陳列型包装用箱 

Ｆ４－５３２Ｂ 一 陳列型包装用箱（つり下げ型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－３２ 容器付き包装用台紙 

Ｆ４－７１０ 包装用容器 

Ｆ４－７１１ 包装用容器（直方体型） 

Ｆ４－７１２ 包装用容器（円柱型） 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７２包装用容器（吊り下げ型）に該当するもののうち、模様が付されているものに付与されます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。 ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、 

  模様として取り扱います。 

２．このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用箱 包装用容器 商品陳列包装用箱 

写真フィルム用包装箱 電球包装用箱 テニスボール包装用ケース 

 

登録１１４１６７６号 包装用箱 登録１１７８０７１号 包装用箱 登録１１０７１０９号 包装用箱 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７３０ 包装用容器（細口突出型） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０Ａ 全 包装用瓶（細口） 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢ 全 包装用瓶（細口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 全 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｊ７－４０ 手術用機械器具及び処理用機械器具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
 

定義 

・首部、胴部、肩部からなり、口部が胴部より絞られた包装用容器を分類する。 

主に、包装用瓶や、いわゆるペットボトル等が含まれる。 

・細口とは、胴部の幅と、首（口）部の幅の比が、４：３未満のものをいう。 

包装用容器 

登録 第１１７９１９０号 
包装用容器 

登録 第１１２０３３８号 
包装用容器 

登録 第 1186995 号 
包装用容器 

登録 第 1190108号 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

１．ふた付きの包装容器において、ふたを付けた状態で肩部が確認できないもの、つまり、蓋と胴部が同等の幅

であるものは、Ｆ４－７１０、Ｆ４－７１１、Ｆ４－７１２等に形状に応じて分類する。なお、ふたが透光性を有している

ため中の細口部が確認できたとしてもこの分類には含めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．口部が肩部と同等の幅であるものも、Ｆ４－７１０、Ｆ４－７１１、Ｆ４－７１２等に分類する。 

 

３．脱臭器や芳香器との区別は、物品名主導とし、【意匠に係る物品の名称】や【意匠に係る物品の説明】の

欄において、脱臭器や芳香器として使用することが明記されている場合は、Ｃ４－３１００に分類する。 

 

４．点眼器との区別は、物品名主導とし、【意匠に係る物品の名称】や【意匠に係る物品の説明】の欄で点眼

器として使用することが明記されている場合は、Ｃ４－１３に分類する。 

 

５．平面視における形状が円形のものはＦ４－７３１、偏平形のものはＦ４－７３２、取っ手付きはＦ４－７３３

に分類する。具象形のものは平面視の形状に関わらずＦ４－７４に分類する。 

 

６．偏平とは平面視におけるおおよその縦の幅を１としたときに横の幅が２以上の比率であるものとする。 

なお、偏平に該当するか否かは、平面形状が上下左右対称であることは条件とせず、あくまで縦、横の比

率のみで判断することとする。 

以下のような比率のものは、偏平に該当せず、Ｆ４－７３０に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．屋根型の上側面に口部を有する包装用容器は、Ｆ４－７１１に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

包装用容器 

登録 第１１１５７９９号 
包装用容器本体 

登録 １１４９５７６号 

包装用容器 

登録 第１１４７７１９号 

 

包装用容器 

登録 第１１０８９３３号 

包装用容器 

登録 第１２０４２５０号 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

８．以下のような容器は、蓋が付設されていても、F4-730（細口突出型）とはせず、容器本体の形状によっ

て、F4-71１もしくは F4-710 に分類する。 

 

 Ｆ４－７１１ 
登録第１５３６１５２号 

包装用容器 

 

Ｆ４－７１０ 
登録第１１７４８６４号 

包装用容器 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

ボトル   

   

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３０ Ａ 模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 一 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 
Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
D RM  

定義（図例必須） 

細口突出型の包装用容器のうち、模様が付されているものに付与する。模様付きとは、表面に印刷がして

あるもの、レッテルを貼ったもの等を指し、凹凸の変化が表面に表れているものは模様と見ない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

D RM  

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

包装用容器 

登録 第１１４７０９６号 
包装用容器 

登録 第１１７２２５２号 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３０ ＢＢ ふた付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０Ａ 一 包装用瓶（細口） 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢ 一 包装用瓶（細口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 一 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 
 

定義（図例必須） 

細口突出型の包装用容器のうち、ふたを有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・部分意匠の出願で、ふた部が意匠登録を受けようとする部分以外の部分である場合、ふた付きであると認

定できるものは、このタームを付与する。ただし、ふた部の態様が明確ではないものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

包装用容器 

登録 第１１６５２１３号 
包装用瓶 

登録 第 1131308 号 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３０ Ｍ 上下分割構成型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０Ａ 一 包装用瓶（細口） 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢ 一 包装用瓶（細口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 一 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
 

定義（図例必須） 

細口突出型の包装用容器のうち、胴部の略中央部に括れ溝を有し、上下で２分割の構成がなされているも

のに付与する。主に、側面に複雑な凹凸形状をもつ薄板成形型の容器が含まれる。 

包装用瓶 

登録 第１１００６４５号 
包装用瓶 

登録 第１１０００３６号 
包装用容器 

登録 第１１７６６９６号 
包装用瓶 

登録 第１１７７４５０号 

包装用容器 

登録 第１１４７０３８号 
包装用容器 

登録 第１１４７０３９号 
 

※１ 包装用容器 

登録 第１０９４９４８号

 

↑［※１、※２］ 
それぞれ複数の溝を有するが、中でも大きく上下に 
２分割するくびれ溝があるため、付与するものの例示。 

※２ 包装用容器 

登録 第１２９７９０３号 
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他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

以下のようなものには付与しない。 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

包装用容器 

登録 第１１７７１６９号 
包装用瓶 

登録 第１１４７２８０号 
包装用瓶 

登録 第１１４８１７１号 
包装用びん 

登録 第８８０００６号 
包装用容器 

登録 第１３１１８１２号 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３０ Ｎ 側面形状左右対称型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０Ａ 一 包装用瓶（細口） 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢ 一 包装用瓶（細口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 一 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 
 

定義（図例必須） 

細口突出型の包装用容器のうち、向かい合う側面形状がそれぞれ同一又は対称であるものに付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

・向かい合う一側面のみが同一又は対称であるもの、四側面が同一であるもの、平面視において多面体構

成（６角形など）であるものには付与しない。 

包装用容器 

登録 第１１１５７９９号 

 

包装用瓶 

登録 第１１２８９４６号 

包装用容器 

登録 第１０９４７０３号 

 

包装用容器 

登録 第１６３６８１６号 
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分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｐ 四側面同一形状 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３０ Ｐ 四側面同形型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０Ａ 一 包装用瓶（細口） 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＢ 一 包装用瓶（細口・矩形） 

Ｆ４－５１０ＡＢＡ 一 包装用瓶（細口・矩形・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
 

定義（図例必須） 

細口突出型の包装用容器のうち、四側面が同一の形状であるものに付与する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

平面視において多面体構成（６角形など）であるものには付与しない。 

 
 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ｎ 側面形状左右対称型 

  

  

包装用容器 

登録 第１１７７１６６号 
包装用容器 

登録 第１１６５９４０号 
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過去に分類した物品の名称 
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過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

飲料水用容器 カップ付うがいくすり用包装容器 化粧品収納チューブ 

包装用壜 ストッパー付ボトル スポイト付包装用容器 

点眼器 樹幹注入剤用包装容器 農薬用包装容器 

ガラス撥水剤充填用容器 包装用びん ベンダー用ドリンクびん 

洗眼液容器 洗浄剤収容容器 包装用チューブ 

飲料容器 開封具兼替え栓付き包装用缶 液体包装用容器 

液体保存用瓶 固形化粧料用包装用容器 化粧品用包装容器 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７３２ 包装用容器（細口突出型、偏平） 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５１０ＡＡ 一 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５１０ＡＤ 全 包装用瓶（細口・偏平） 

Ｆ４－５１０ＡＤＡ 全 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 

Ｊ７－４０ 手術用機械器具及び処理用機械器具 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器 包装用瓶 包装用缶 

包装用箱   
 

定義 

・首部、胴部、肩部からなり、口部が胴部より絞られた細口突出型の包装用容器のうち、平面視において 

偏平形状のものを分類する。 

・扁平とは、平面視におけるおおよその縦の幅を１としたときに横の幅が２以上の比率であるものをいう。 

包装用容器 

登録 第 1153932 号 
包装用瓶 

登録 第１１４３８３２号 
包装用瓶 

登録 第１１６２７９８号 
包装用容器 

登録 第１１８５７３５号 
包装用瓶 

登録 第９３８４２１号 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・偏平に該当するか否かは、平面形状が上下左右対称であることは条件とせず、あくまで縦、横の比率の

みで判断することとする。 

以下のような比率のものは偏平に該当せず、Ｆ４－７３０に分類する。 

 

 

分類付与運用メモ（、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

ボトル   

   

 

包装用容器 

登録 第１１１５７９９号 
包装用容器本体 

登録 １１４９５７６号 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３２ Ａ 模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ＡＤＡ 全 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
 

定義（図例必須） 

・細口突出型・扁平の包装用容器のうち、模様が付されているものに付与する。 

・模様付きとは、表面に印刷がしてあるもの、レッテルを貼ったもの等を指し、凹凸の変化が表面に表れてい

るものは模様とは見ない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
D RM  

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３２ ＢＢ ふた付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ＡＤ 一 包装用瓶（細口・偏平） 

Ｆ４－５１０ＡＤＡ 一 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 
Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 
Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 

 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 
Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 
Ｃ４－３１００ 脱臭器等 
Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 
Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 
Ｆ２－１２５ インクつぼ 

 

定義（図例必須） 

細口突出型・扁平の包装用容器のうち、ふたを有するもの。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 
 

 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

・部分意匠の出願で、ふた部が意匠登録を受けようとする部分以外の部分である場合、ふた付きであると認

定できるものは、このタームを付与する。ただし、ふた部の態様が明確ではないものには付与しない。 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７３２ Ｎ 側面形状左右対称型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５１０ＡＤ 一 包装用瓶（細口・偏平） 

Ｆ４－５１０ＡＤＡ 一 包装用瓶（細口・偏平・模様付き） 

Ｆ４－５１０ 一 包装用瓶 

Ｆ４－５２Ｄ 一 包装用缶（上部突出型） 

Ｆ４－５３０ 一 包装用箱 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付き型） 

Ｃ４－３１００ 脱臭器等 

Ｃ４－１３ 洗眼器及び点眼器 

Ｇ１－５２２ 可搬型タンク 

Ｆ２－１２５ インクつぼ 
 

定義（図例必須） 

細口突出型・扁平の包装用容器のうち、向かい合う側面形状が、それぞれ同一又は対称であるものに付与

する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

平面視において多面体構成（６角形など）であるものには付与しない。 

７ 

分類付与運用メモ（付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

包装用瓶 

登録 第１１６２６３７号 
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分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 包装用瓶  
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1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－０１２ 全 香水用スプレー 

Ｆ４－６２０ 一 包装用噴霧器 

Ｆ４－６２１ 全 包装用噴霧器 

Ｆ４－６２１Ａ 全 包装用噴霧器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用噴霧器 香水用スプレー 香水入れ 

包装用容器 ポンプ付き包装用容器  

   

   
８ 

定義 

１、 包装用容器のうち、ボタンを押圧することによって、内容物を定量的に吐出あるいは噴霧することができ 

  るポンプ機構を備えたポンプ式容器及び内部に噴射したい内容物と噴射させるための液化ガスや圧縮 

  ガスなどの高圧ガスを密封したエアゾール容器について付与します。 

 

２．この分類に付与されるものの例 

登録１１１３０１４号 包装用容器 登録１１３５９９３号 
包装用泡吐出容器 

登録１１３４３０７号  
包装用噴霧器 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． Ｃ０－２００家庭用噴霧器との関係 

   Ｃ０－２００家庭用噴霧器は、家庭で使用される霧吹きのように中身を入れ替えて使用され、再使用を 

  前提とし、主たる用途を特定しない汎用性のある家庭用の噴霧器が分類されます。そして、その中に 

  は、噴霧器付包装用容器（Ｆ４－７４０）のうち、ガン型のものが含まれます。 

   一方、包装用噴霧器は、反復使用を目的としない使い捨てられるような容器です。 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用噴霧器であっても、ガン型の包装用噴霧器は、Ｃ０－２００家庭用噴霧器に優先的に付与されま 

  す。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用噴霧器 香水用スプレー 香水入れ 

包装用容器 ポンプ付き包装用容器 噴霧き付き包装用容器 

包装用泡吐出容器 注出器付き包装用容器 噴霧器 

包装用エアゾール容器   

 

登録１１５６７３０号 香水入れ 登録１１２６７８０号  
香水スプレー 

登録１１６４６７３号 包装用容器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７４０ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－０１２ 一 香水用スプレー 

Ｆ４－６２０ 一 包装用噴霧器 

Ｆ４－６２１ 一 包装用噴霧器 

Ｆ４－６２１Ａ 一 包装用噴霧器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 

Ｃ０－２００ 家庭用噴霧器 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７４０包装用容器（吐出具付型）に該当するもののうち、模様が付されているものに付与されます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。 ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、 

模様として取り扱います。 

 

２．このＤタームに付与されるものの例 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１． Ｆ４－８２０Ｆ巻締め部あり、Ｆ４－７４０Ｒ押し下げポンプ型とは、各々の要件に該当すれば付与されま 

  す。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用噴霧器 香水用スプレー 香水入れ 

包装用容器 ポンプ付き包装用容器 噴霧き付き包装用容器 

包装用泡吐出容器 注出器付き包装用容器 噴霧器 

包装用エアゾール容器   

 

登録１１３００２３号 
包装用容器 

登録１１６４７２３号 
包装用容器 

登録１１８５９９４号 
包装用噴霧器 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７４０ Ｆ 巻締め部有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－６２１ 全 包装用噴霧器 

Ｆ４－６２１Ａ 全 包装用噴霧器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７４０ 包装用容器（吐出具付型） 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７４０包装用容器（吐出具付型）に該当するもののうち、内容物を収める部分が包装用缶として二つ 

  の部材を結合して巻締め構造を有するものについて付与します。 

 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

登録１１３０９０７号 
包装用噴霧器 

登録１１７６９４７号   包装用噴霧器 

登録１１１３６６７号   噴霧器付き包装用缶 
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７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．Ｆ４－７４０Ａ模様付き、Ｆ４－７４０Ｒ押し下げポンプ型とは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

包装用噴霧器 包装用エアゾール容器 噴霧器付き包装用缶 

包装用容器   
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７４０ Ｓ 押し下げポンプ型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－０１２ 一 香水用スプレー 

Ｆ４－６２０ 一 包装用噴霧器 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－０１００ 化粧品入れ 
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７４０包装用容器（吐出具付型）に該当するもののうち、ボタンを押圧して内容物を定量的に吐出す 

  るポンプ式容器に付与します。 

２． このＤタームに付与されるものの例 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

１．Ｆ４－７４０Ａ模様付き、Ｆ４－７４０Ｆ巻締め部ありとは、各々の要件に該当すれば付与されます。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

ポンプ付き包装用容器 包装用容器 包装用瓶 

 

登録１１６５２７４号ポンプ付き

包装用容器 
登録１１３０９７７号  

包装用容器 
登録１１８０９３７号 包装用瓶 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７４９ 包装用容器（吐出具付型）部品及び付属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－６２９ 全 包装用噴霧器の押しボタン、包装用噴霧器のハンドル 

Ｆ４－９１２０ 一 吐出具付きふた 

Ｆ４－９１２２ 一 包装用容器の注出口 

Ｆ４－９１２３ 一 包装用容器の定量注出具 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ０－２９０ 家庭用噴霧器部品及び付属品 

Ｃ０－２９１ 家庭用噴霧器のノズル 

Ｆ４－９１２２０ 包装用容器の注出口 

Ｋ３－１３１０ 農薬散布機 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用噴霧器の押しボタン 包装用噴霧器のハンドル 包装用容器の注出口 

   

   
８ 

定義 

１． 包装用容器（吐出具付型）であるポンプ式容器又はエアゾール容器を構成する部品及び付属品です。そ

して、その中の包装用噴霧器においては、Ｃ０－２００家庭用噴霧器として汎用できるものを除いて、包

装用容器特有の態様をしているものについて付与されます。 

    なお、包装用噴霧器において、Ｃ０－２００家庭用噴霧器にも用いられる汎用性のある部品及び付属 

  品は、Ｃ０－２９０家庭用噴霧器部品及び付属品に入ります。 

    また、包装用噴霧器であっても、ガン型の包装用噴霧器が、Ｃ０－２００家庭用噴霧器に含まれます 

  ので、伴ってガン型の包装用噴霧器の部品及び付属品は、Ｃ０－２９０家庭用噴霧器部品及び付属品に 

  入ります。 

２． この分類に含まれるものの例 

登録１１８１１０８６号 
包装用噴霧器の押しボタン 

登録１１８０６６２号  
噴射タンク用ノズル 

登録１１４１９７７号 
手動流体放出器のベッド 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

１． Ｃ０－２９０家庭用噴霧器部品及び付属品との関係 

    包装用噴霧器であっても、ガン型の包装用噴霧器が、Ｃ０－２００家庭用噴霧器に含まれますので、 

  伴ってガン型の包装用噴霧器の部品及び付属品は、Ｃ０－２９０家庭用噴霧器部品及び付属品に入りま 

  す。 

 

２． Ｆ４－９１２２０（包装用容器の注出口）との関係 

    Ｆ４－９１２２０包装用容器の注出口には、包装用容器の口部に取り付けられるふた、栓のうち、内容 

  物を注出するための開口部を有するもので、開口部となるべき部分をもつものや注出口と蓋が組み合わ 

  されたものが分類されるが、そのうち、ポンプ式、エアゾール容器のスプレー式のものは、Ｆ４－７４９包 

  装用容器（吐出具付型）部品及び付属品の分類に入ります。 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

１． 包装用噴霧器であっても、ガン型の包装用噴霧器が、Ｃ０－２００家庭用噴霧器に含まれますので、伴っ 

  てガン型の包装用噴霧器の部品及び付属品は、Ｃ０－２９０家庭用噴霧器部品及び付属品が優先して 

  付与されます。 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用噴霧器の押しボタン 包装用噴霧器の押釦 包装用噴霧器の注出口 

包装用エアゾール容器の噴出口具 包装用容器の注出口 包装用噴霧器のノズル 

包容用容器の吐出ポンプ 包装用噴霧器の吸引棒 包装用噴霧器の押釦付きキャップ 

   

 

登録１１０３５５６号 
包装用泡吐出ポンプ 

登録１１８４５６４号 
包装用器の噴射釦 

登録１１３０４５０号  
包装用エアゾール容器の噴出口具 

登録１１１７０２９号 
包装用噴霧器のキャップ 

登録１１２８６３４号 
包装用容器の注出口 登録１１８３３３１号  

包装用噴霧器の押釦付きキャップ 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

塗布具付容器について 
・Ｂ７－３０に分類されているもののうち、包装用容器として使用可能性があるものは、先ずＦ４に分類する。 
・部品については、噴霧器に特有のものは、Ｆ４－７４９に分類し、それ以外は、Ｆ４－９１２０（ふた）に分類する。 
・査定時において、物品名が「包装用～」となっていないものは、「包装用～」と特定させる。この段階で、「容器に

薬剤をその都度注入して繰り返し使用する、家庭用あるいは理容用のものであって、包装用のものではない」と

主張したものについては、Ｂ７－３０に分類する。 
・化粧用ブラシとは、容器本体が瓶形状（Ｆ４－…の定義による）のものは、物品名に関わらずＦ４－７５０に分類

する。（従って、容器本体が瓶形状でないものについては、従来通り物品名により分類する。） 
・瓶のふたに塗布具がついているものはＦ４－７５９に分類する。（出願のもので、断面図がなく瓶のふたかどうか

分からないものについてはＢ７－１２０におく） 
 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用びん 包装用容器 インク消液用壜 

塗布具付容器 ネイル化粧料用容器 毛染め用ヘアーブラシ 

塗布具付化粧品入れ 液体洗浄用塗布具 マスカラ容器 

ネイルエナメル用容器 毛髪着色料小分け容器 マニキュア液入れ 

塗布用刷子付包装用容器 アイライナー マスカラ用ブラシ 

接着剤塗布用容器 包装用殺虫剤塗布容器 塗布具付包装用容器 

事務用回転塗布付容器 マニキュア用包装用容器 包装用押出チューブ 

コーム付包装用容器   

グロス容器 マスカラ入れ ブラシ一体型容器 

糊用容器 化粧用鉛筆付き包装用容器 インクボトル付きスタンプパッド 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７５９ 包装用容器（塗布具付き型）部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０ 一 包装用容器のふた 
 

関連分類・関連物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－１２０ 化粧用ブラシ 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器用塗布具 塗布具付きふた  
８ 

定義 

包装用容器のうち、塗布具が付いているものの部品及び付属品。化粧に使用することが明らかなものはＢ７

－１２０に分類する。 

 

録 １１５９７９４ 

包装用容器用塗布具 

 

 

 

登録 １０２４４7２ 

接着剤塗布用刷毛 

 

登録 １１５１７５０ 

包装用容器のふた 
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分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

ポンプ式、スプレー式の部品及び付属品はＦ４－７４９。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化粧に使用することが、形状や物品の説明等により明らかなものはＢ７－１２０。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１０７３６６号 

マニキュア用ブラシ 

 

登録 １０５１９７０号 

塗布用ブラシ 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７６ 包装用容器（回転繰り出し型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－６１ 一 回転繰り出し型包装用容器 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器   

   

   
８ 

定義 

１． 主として、口紅・糊等の固形物を収納するための容器で、容器部の一部を回転させることにより内容物を

繰り出させる構造及びそれに類する機構をもつものに付与されます。 

２．この分類に付与されるものの例 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用容器 固形糊用容器 口紅用容器 

鏡付きリップスティックケース   

 

登録１１６５５６０号 包装用容器 登録１１４８６６８号 包装用容器 登録１１４４１１６号 口紅用容器 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５７０ 一 包装用押出しチューブ 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用押し出しチューブ   

   

   

   
 

定義 

１、 練り歯磨き、絵の具、薬品等のような半固形状の内容物を押し出して取り出す容器であり、キャップ部又 

  は口部を有して、容器部は柔軟性があり、その胴部を管状あるいは筒状にして、さらに底部を先細りにし 

  てシール等している容器に対して付与されます。 

 

２．この分類に含まれるものの例 

 

登録１１６５４６３号  
包装用押出しチューブ 

登録１１９０６２９号  
絵の具押し出しチューブ 

登録 1184478 号  
包装用押出しチューブ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

2 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用押出しチューブ 包装用容器  

   

 

登録１１１３２５０号 包装用容器 登録１１３６１３９号  
包装用押出しチューブ 

登録１１３４４７６号  
包装用押し出しチューブ 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－７７０ Ａ 模様付き 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５７０ 一 包装用押出しチューブ 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

１． Ｆ４－７７０包装用容器（押出しチューブ型）に該当するもののうち、模様が付されているものに付与され 

  ます。 

   なお、包装用容器に施される模様には、レリーフのように凹凸形状のみによって表現された模様化され 

  た態様は含みません。 ただし、凹凸形状に他の部分と識別される色彩や濃淡が施されている場合は、 

  模様として取り扱います。 

 

２．このＤタームに付与されるものの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

包装用押出しチューブ 包装用容器  

   

 

登録１１４６２３１号 
包装用押出しチューブ 

登録１１４４８８４号 
包装用押出しチューブ 

登録１１２９３３３号 
包装用容器 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－７７９ 包装用容器（押し出しチューブ型）附属品 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－５７９ 全 包装用押出しチューブ絞り具 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用押し出しチューブ絞り具   

   

   
８ 

定義 

１． 包装用押出しチューブにのみ用いられる付属品に付与します。 

 

２． この分類に含まれるものの例 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

包装用押出しチューブ絞り具 押し出しチューブ絞り具 チューブスクィーザ 

チューブホルダー   

 

登録１０９６７３３号 
押出しチューブ絞り具 

登録１１８１７１６号 
チューブホルダー 

登録１１７９６１２号 
チューブスクィーザ 



















意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

過去に分類した物品の名称 

運搬用容器 瓶提げ容器 びんキャリヤー 

運搬用かご 瓶輸送箱 缶携行保持具 

びん運搬具 提手付包装用容器ホルダー 缶入製品収納キャリヤー 

ビン用ラック 缶キャリヤー 缶提携用キャップ 

壜の携行容器 壜下げ具 包装用瓶の結束具 

包装用容器の提げ手 びん釣り具 包装用瓶の提げ手 

包装用缶連結具 包装用枠 びん連結具 

包装用瓶の運搬具 容器用連結具 壜ハンガー 

瓶吊持具 包装用容器の蓋 包装用缶連結カバー 

包装用たるの積層用枠 飲料缶の接続具 飲料容器の積み重ね枠 

びん用固定運搬具 缶運搬具 缶詰積層用ベース台 

包装用ボトルの提げ具 ボトルキャリア  

 











意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 2

 

過去に分類した物品の名称 

包装用札の芯管 包装用巻枠 包装用釣糸巻枠 

織物の巻板 テープ用巻芯 ラベルの芯管 

食品容器のフィルム包装用支柱 帯状感熱孔版原紙巻装用ボビン 長尺帯状物のかせ枠 

布地巻芯中間部材 布地巻芯端部材 布地巻芯 

リール用側板体 紙管用栓 ケーブルドラム 

電線包装ドラム用側板 テープリール用芯 包装用巻芯の側板 

糸巻きリール 包装用巻芯 釣り糸用スプール 

 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１２００ 包装用容器のふた 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０ 一 包装用容器のふた 

Ｆ４－９１２０Ａ 全 包装用容器のふた（平板型） 

Ｆ４－９１２０Ｂ 全 包装用容器のふた（缶の押しぶた型） 

Ｆ４－９１２４ 全 包装用缶の天板 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３１９ 液体つぎ又は保存用容器部品及び付属品 

Ｃ５－３２９１ 食品用ふた物等のふた 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 

Ｆ４－７１６ 包装用容器（ソフトクリーム容器型） 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

包装用容器のふた 王冠 包装用瓶のふた 

包装用缶のふた 包装用箱のふた  
 

定義 

包装用容器の開口部を閉じるために用られるもの。吸い口つきふた、包装用箱のふた、包装用缶のふたを

含む。 
 
 

 

                                         

D C S  

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

塗布具付きふたはＦ４－７５９。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１７８７３５号 

包装用容器の蓋 

登録 １１５６３９２号 

化粧品用容器の上蓋 

 

登録 １１６７７９５号 

包装用容器のふた 

 

登録 １００００２７号 

包装用容器のふた 

 

登録 １１６７８３８ 

包装用容器の蓋 

 

登録 １１４３６０７号 

缶用天板 

 

登録 １１６８９７６号 

包装用容器の蓋 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２００ Ａ 模様付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０ 一 包装用容器の蓋 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３１９ 液体つぎ又は保存用容器部品及び付属品 

Ｃ５－３２９１ 食品用ふた物等のふた 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 

Ｆ４－７１６ 包装用容器（ソフトクリーム容器型） 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器のふたのうち、表面に模様が付されているものに付与する。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

他のＤタームにも該当する場合は、それぞれに複数付与する。 

ただし、ＣＢ（プルトップ型）、ＣＣ（平板型）にも該当する場合にはＣＢ、ＣＣを優先して付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＢ プルトップ型 

ＣＣ 平板型 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１０５７３５号 

包装用容器の蓋 

登録 １１２３６７９ 

包装用容器の蓋 

登録 １１６６７２２ 

包装用容器 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２００ Ｂ 平面視円形型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０ 一 包装用容器のふた 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３１９ 液体つぎ又は保存用容器部品及び付属品 

Ｃ５－３２９１ 食品用ふた物等のふた 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器のふたのうち、平面視において円形のものに付与する。 

７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

他のＤタームにも該当する場合は、それぞれに複数付与する。 

ただし、ＣＢ（プルトップ型）、ＣＣ（平板型）にも該当する場合にはＣＢ、ＣＣを優先して付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＢ プルトップ型 

ＣＣ 平板型 

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１６８９６５号 

包装用容器の蓋 

登録 １１６６７４７号 

包装用容器のふた 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２００ ＣＡ 薄板成形型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０ 一 包装用容器のふた 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器のふたのうち、一枚板を型成形してなり、肉厚が薄く一定しているものに付与する。主にお惣菜

を入れる容器の蓋等が含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７ 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

他のＤタームにも該当する場合は、それぞれに複数付与する。 

ただし、ＣＢ（プルトップ型）、ＣＣ（平板型）にも該当する場合にはＣＢ、ＣＣを優先して付与する。 
８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＣＢ プルトップ型 

ＣＣ 平板型 

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１６９８９４号 

包装用容器の蓋 

登録 １１４１２１号 

包装用容器の蓋 

登録 １１４３５７１号 

包装用容器の蓋 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２００ ＣＢ プルトップ型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２４ 一 包装用缶の天板 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７１２ 包装用容器（円柱型・プルトップふた付き） 

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器のふたのうち、つまみを引き起こして開ける方式のふたに付与する。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

A（模様付き）、B（平面視円形型）、CA（薄板成形型）にも該当する場合には当該 D タームを優先して付与す

る。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

Ｂ 平面視円形型 

ＣＡ 薄板成形型 

ＣＣ 平板型 
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 ８２０８１４ 

包装用缶の蓋 

登録 １０５１３７６号 

包装用缶の蓋 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 
 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２００ ＣＣ 平板型 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２０Ａ 全 包装用容器のふた（平板型） 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７００ 包装用容器 

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器のふたのうち、平板状のものに付与する。主として、プリン容器のふたや熱圧着されるインスタ

ント食品等のふた等が含まれる。アイスクリームのふたや、牛乳のキャップも含む。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

A（模様付き）、B（平面視円形型）、CA（薄板成形型）にも該当する場合には当該 D タームを優先して付与す

る。 
 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

Ａ 模様付き 

Ｂ 平面視円形型 

ＣＡ 薄板成形型 

ＣＢ プルトップ型  

   
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１７２４１４号 

包装用容器の蓋 

登録 １１３４９７７号 

包装用容器の蓋 

登録 １１７１１１０２ 

包装用容器のふた 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１２１ 包装用容器の栓 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２１ 全 包装用容器の栓 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｃ５－３１９ 液体つぎ又は液体保存用容器の部品及び付属品 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器の栓 包装用容器の替え栓 包装用瓶の栓 

   

   

   
 

定義 

包装用容器の開口部に差し込んで密閉するもの。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１５３９７０号 

瓶用栓 

登録 １１０７９３０ 

包装用容器の栓 

登録 １１２５１５５号 

包装用瓶のふた 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１２２０ 包装用容器の注出口 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２２ 一 包装用容器の注出口 

Ｆ４－９１２３ 一 包装用容器の定量注出具 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７５９ 包装用容器（塗布具付き型）部品及び付属品 

Ｆ４－４３ 注出口付き包装用袋 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器の注出口 包装用容器の注出栓 包装用缶の口金 

   
８ 

定義 

包装用容器の口部に取り付けられるふた、栓のうち、内容物を注出するための開口部を有するもの。開口

部となるべき部分をもつものや注出口と蓋が組み合わされたものを分類する。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

ポンプ式、スプレー式のものはＦ４－７４９。 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１４８４２７号 

包装用容器の注出口 

 

登録 １１５０９０２ 

包装用容器の注出口 

 

登録 ９８１１２６号 

包装用容器の注出口 

 

登録 1081382 号 

包装用容器の注出口 

 

登録 １１２８６３４号 包装用容器の注出口 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２２０ ＡＡ ふた付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２２ 一 包装用容器の注出口 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器の注出口のうち、ふたと組み合わされているものに付与する。 

 

 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

ＡＢに付与できるものを除く。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＢ 蝶番式ふた付き 

  

  
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１５０２６９号 

包装用容器の蓋 

登録 １１６８９６１号 

包装用容器の蓋 
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意匠分類記号 Ｄターム記号 
２ 

Ｄタームの名称 

Ｆ４－９１２２０ ＡＢ 蝶番式ふた付き 

 
 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２２ 一 包装用容器の注出口 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－７７０ 包装用容器（押し出しチューブ型） 

  

  
 

定義（図例必須） 

包装用容器の注出口のうち、蝶番で開閉するふたを有するものに付与する。 

 

分類付与運用メモ（他のＤタームとの関係、含まれない物品など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

ＡＡ ふた付き 

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １１７２４７５号 

包装用容器の蓋 

 

登録 １１４９５２３号 

容器用中栓付キャップ 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
 

意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｆ４－９１２９ 包装用容器のふた部品及び付属品 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ４－９１２９ 全 包装用容器のふた部品及び付属品 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

包装用容器の封かん具 包装用容器のふたのつまみ 包装用容器の内ぶた 

包装用容器の中栓   

   

   
８ 

定義 

包装用容器のふたの部品及び付属品。主に、ふたの上に被せて用い、容器とふたを固定する封かん具等

を分類する。プルリングのリング部等の部品も含む。包装用容器の内ぶた及び中栓も含む。 

９ 

分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 １０４３３２０号 

包装用容器の蓋の摘み 

 

 

登録 １１６７４７５号 

包装用容器の内蓋 

 

 

登録 ８００２９６号 

びん蓋用封かん具 

 

 

 

登録 １１０７０４４号 

包装用容器の中栓 
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分類付与運用メモ（他の意匠分類との関係、含まれない物品など） 

代表的なもの 

① 箱を組み立て固定するためのコーナー接続具や蓋を開いた状態に保つためのもの。 

・運搬用容器やコンテナーの接続具はＧ１－０００，５２９０，５９の各分類 

② 複数の包装用容器を固定したりスタッキングするために使用するもの。 

・ 運搬用容器やコンテナーの連接具はＧ１－０００，５２９０，５９ 

・ 包装用びんと数本首の部分で連接する連結具はＦ４－９１１２２，９１１２２Ａに分類する 

③ 保型具、間隔保持具 

・刺身等の食品の包装パックにおいて、包装フィルムが食品に密着するのを防止するための間隔を保持

するもの 

・衣服用の保型具はＦ４－９１１３０，９１１３１ 

④ 係止具 

・包装容器内の商品が片寄ったり、移動破損しないように係止するもの 

⑤ カバー、房収納具、びんの封緘具等 

・ 包装用びんのカバーは、カバーするびんの形状に沿ったもので、びんの保護及び装飾のために使用す

るもの。 

・ 主として卓上で使用する保持具や汎用性のあるカバーはＣ５－５３００、Ｃ５－５１１に分類する。 

例「洋酒瓶保持かご」 

・ 封緘具のうちフタ状のものはＦ４－９１２９ 

・ カバー状のものであっても緩衝機能を有するものはＦ４－９２１に分類する。 

⑥ 垂れ防止具 

・「容器口部液体垂れ防止具」、「コーンカップ受け」等 

・主として飲食時に使用するもので、反復使用の可能なものは、Ｃ５－３１９（液体つぎ又は液体保存用容

器部品及び付属品）に分類する。 

⑦パウチ等の保持具 

・パウチ等の包装用容器を交換して繰り返し使用できる保持具（化粧品用、食器洗浄剤用、汎用、説明が

無いもの、等）。 

・主として身体洗浄剤（シャンプー、リンス等）用のパウチ等保持具はＣ４－２２に分類する。 

・卓上で使用する食器の範疇のものはＣ５－５３００Ａに分類する。 

 
 

過去に分類した物品の名称 

ラップフィルム摘み具 包装用箱のふた固定具 包装用つり下げ具 

缶カバー 包装用容器のホルダー 包装用缶の注出口 

包装用カバー 包装用パック用フィルム 液体運搬用容器用通気路形成具 

梱包用箱開閉具 段ポール連結具 小型ガスボンベ用残留ガス排出キャップ 

付着防止カバー 包装用箱の蓋用クリップ 食品包装用容器の高さ調節用補助具 

包装用容器用枠材 飲物容器包装材 容器用キャップ 

気体圧リリーフ弁 飲料等の容器導出治具 食品包装パック用スペーサー 

びん用錠剤押え具 包装用容器用泡形成器 段ボール箱用クリップ 

包装用缶の開口保持具 飲料水用缶取付用容器 包装用容器用景品収容器 

包装用容器留め具 袋の閉鎖具 袋物の開口部用のスライド開閉装置 

ケーキロック用ピン 包装用容器の間隔保持具 バッテリー包装用箱のバッテリー取り出し具 
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過去に分類した物品の名称 

包装用コーナーパッド 運搬用コーナー保護具 運搬用保護具 

果実保護体 梱包用角あて具 包装用箱の底敷マット 

包装用緩衝板 包装用箱の角当具 梱包用コーナー緩衝材 

コーナー装着用緩衝材 輸送用建具ストッパー コンクリート製品梱包用スペーサ 

梱包用箱用スペーサ 建築用板材の縁用梱包具 包装用緩衝具付きシート 

包装用箱のコーナー緩衝具 平板材のコーナー保護具 梱包用緩衝材 

緩衝具 製品梱包用緩衝体 包装用緩衝具材 

収納物保持枠体 ビンの底部を支承する衝撃緩衝具 包装用緩衝箱 

電子部品の収容容器 ドア養生カバー 包装用緩衝材 

包装用緩衝具   
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＜Ｆ４－９２２に含まない包装用連結具＞ 
ⅰ靴下綴具 

靴下一対を重ねて綴じるためのものはファイルを綴じ合わせるものと形態が共通するので

Ｆ２－６００。 
ⅱ包装用連結具 
ⅲ針（下げ札吊り具） 
ⅳ袋口密閉具 

袋口をぴったり重ねて閉じあわせるものもＦ４－９２２には含まない。すなわち、シート状の

ものを重ねあわせて閉じあわせてファイル綴じにも使えると考えられるのでＦ２－６００へ。 
ⅴ袋口用のスライドファスナーも、上記理由と同様にＦ２－６００に 分類する。 

代表的なもの 
①包装用ゴムバンド、輪ゴム等 

・伸縮性のある素材で作られた結束具 
・輪ゴムは事務用品とも考えられるが、現実に出願のものは模様や飾り具をつけたものが主なので、包装用

で扱う 
②封緘紙、包装用紐 

・主として紙又は合成樹脂製のもので、束ねたり結んだりできるもの 
・包装紙の先端を止めるためのシール状の封緘紙はＦ４－２００（レッテル）に分類する 
・汎用性のある紐やテープはＭ１－６２０（紐及びテープ）に分類する 

③包装用袋口の結束具 
・袋の口を閉じるための結束具、吊り下げ具付のものも含む 
・包装用袋の口を挟んで閉じるための紙はＦ４－３３（包装用袋の口封じ紙）に分類する 

④包装用箱の蓋の止め具 
・閉じた状態を保つためのもの 
・箱を開いた状態で固定するためのものや、箱を組み立てるために 部を接合するもの、箱をスタッキングす

るためのものはＦ４－９２０（付属品雑）に分類する 
⑤梱包用紐の締結具 

・包装用箱等の簡易な箱の締結に際し、紐を止めるために使用するもの 
・運搬・輸送の際に使用するロープの緊張具等、大きな重量に耐えられるようなものはＧ１－０４（ロープ用

緊張具）に分類する 
・Ｂ９－１０（衣服及び身の回り品部品）を確認すること 
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過去に分類した物品の名称 

包装用緊締具 荷物緊帯用ストッパー 包装用封緘具 

梱包用バンド止金 包装用帯締具 包装用止具 

包装用箱の壁面結合具 包装用紐の連結金具 包装用容器の止め具 

梱包用緊締具 包装用ひもの締めつけ具 包装用箱の止め具 

包装箱用手掛け付結合具 荷物緊締ベルト用繋止具 包装用蓋止め具 

包装用バンド止め具 包装用容器の蓋止め具 帯紐用締付具 

抱縛バンド締金具 ひも用封緘具 帯封 

包装袋の口縛り具 吊下げ用結束クリップ 現金袋用封緘具 

包装用シールパット 袋用クリップ 荷造り紐掛け用紐締付け固定具 

網袋の口締め具 包装用リボン止め具 硬貨収納袋封緘具 

包装用帯 鋏止・結束用クリップ 保存用袋止めクリップ 

袋口密封具 荷紐締め具 袋の口封具 

封かん具 箱内被輸送物固定バンド ダンボール箱用封緘具 

包装用袋挟持具 結束器 紙類の結束具 

包装用結束具 荷造りロープクロスパッド 包装用蓋の止め具 

包装用封かんシート 結束用ゴムバンド バンド類の止め具 

包装用の止め具 包装用クリップ 梱包用バンド 

結束用ゴムバンド ゴムバンド 包装用バンド止め具 

袋用クリップ 梱包バンド留め具 袋口封緘具 

つまみ付き輪ゴム 冷蔵庫用袋の口止め具 結束板 

結束具用バックル 封緘バンド 袋閉じ用留め具 

袋閉じ具付挟み具 係止具 輪ゴム 

結束具 軒樋包装用結束具  

 














